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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：看護実践能力強化プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 保健第二グ

ループ 保健第三チーム 

協力金額：約 5 億円（中間レビュー時点での計画額） 

協力期間 

(R/D):  

2012 年 10 月 15 日〜

2017 年 10 月 14 日 

先方関係機関：保健省  保健人材開発・活用総局

（BPPSDMK）、保健省医療対策総局（BUK）、インドネシ

ア大学（UI）、パジャジャラン大学（UNPAD）、アイルラ

ンガ大学（UNAIR）、北スマトラ大学（USU）、ハサヌデ

ィン大学（UNHAS） 

日本側協力機関：該当なし 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）では、提供される医療サービスの量・

質の改善や経済成長等に伴い、乳児死亡率など健康指標の改善がみられてきている。その一方

で、都市部と地方部の格差の拡大や、疾病構造の変化、今後予測される高齢化、家族看護の弱

体化、保健医療サービスの提供及び教育における民間機関の役割の増大など、新たな課題に対

応できる体制構築が必要となってきている。 

このような状況を踏まえ、保健医療サービスの提供に大きな役割を果たしているのが看護師

であることから、インドネシア政府は看護継続教育の強化を通じた看護師の教育レベルの向上

や免許更新制度の導入等各種施策に取り組み始めている。しかしながら、インドネシアの看護

継続教育においては分野に特化した育成が通常で、体系的な人材育成は十分ではなかった。 

他方、保健人材の国際化も進む今日において、インドネシアにおいて国際的な基準を満たし

た看護師の育成が急務であると、国内外の関係者の間では認識されている。わが国では、2008

年から経済協力協定（Economic Partnership Agreement：EPA）に基づき、インドネシア等からの

看護師・介護福祉候補生の受入れを開始している。JICA も、インドネシア政府からの協力の要

請に基づき、こうした課題への対応のため、2012 年 10 月から 2017 年 10 月までの 5 年間の予

定で、保健省保健人材開発・活用総局（The Board for Development and Empowerment of Human 

Resources for Health, the Ministry of Health：BPPSDMK）を筆頭カウンターパート（Counterpart：

C/P）機関として、「看護実践能力強化プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）を実

施している。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

看護師の実践能力向上のための継続教育システムが他地域に普及する。 

 

（2）プロジェクト目標 

対象地域において看護師の実践能力向上のための継続教育システムが強化される。 
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（3）成果 

1） 保健省に承認されたパイロット病院において、キャリア開発ラダーシステム（以下、

「ラダーシステム」）が導入される。 

2） 対象分野の分野別院内教育研修プログラムが看護師登録の更新に必要な単位を取得

できる研修として認定されるように強化される。 

3） プロジェクトの経験（成果 1 及び成果 2）がプロジェクト対象地域以外の研修機関等

関係者に共有される。 
 
（4）投入（評価時点） 

日本側 

・専門家派遣：長期専門家 2 名、合計 41.5 人/月（チーフ・アドバイザー/看護行政 1 名、

16.5 人/月及び業務調整/研修管理 1 名、25 人/月）、短期専門家延べ 14 名、看護行政、ラ

ダーシステム、災害看護、クリティカル・ケア、救急看護、合計 7.46 人/月 

・運営指導調査団：合計 6 名、看護行政、看護教育、ラダーシステム、ベースライン調査、

老年看護、介護、3.1 人/月 

・機材供与：シミュレーター等の研修機材等 

・会議等費用負担：会議、セミナー、評価、研修等の開催費合計 67 回 

・研修員受入：延べ人数 65 名〔ラダーシステム 19 名、災害看護（H.E.L.P）7 名、カリキ

ュラム開発（救急看護/クリティカル・ケア/災害看護）19 名、カリキュラム開発（老年

看護）20 名〕、延べ期間 100 日 

インドネシア側 

・C/P 配置：プロジェクト・ダイレクター延べ 2 名（前任と後任）、プロジェクト・マネジ

ャー延べ 3 名（2 名体制、1 名が交代）、事務局長 2 名、その他 C/P 合計 83 名 

・機材供与：保健省 BPPSDMK 内プロジェクト事務室、5 大学それぞれにプロジェクト事

務スペース 

・プロジェクト事務スペースの水道光熱費 

・ローカルコスト：会議、研修等の開催費、C/P の旅費交通費、印刷費等 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

団長・総括 吉田 友哉 JICA 人間開発部 保健第二グループ 

保健第三チーム 課長 

看護教育 田村 やよひ 国立看護大学校長 

看護人材 仲佐 保 国立国際医療研究センター 国際医療協力局  

運営企画部長 

看護行政 関 育子 調査団技術参与 

協力企画 菊池 雅子 JICA 人間開発部 保健第二グループ 

保健第三チーム ジュニア専門員 

評価分析 井上 洋一 ㈱日本開発サービス 調査部 主任研究員 

調査期間 2015 年 2 月 8 日〜2015 年 2 月 27 日 評価種類：中間レビュー 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果 1 

インドネシアではラダーシステムの枠組みが 2006 年に示されていたが、本プロジェク

トではより適用性、実行可能性の高いシステムとするために、日本のラダーシステムの経

験、知見を参考に改良を進めている。プロジェクトでは、ラダーシステム導入に必要な手

順に関する国家ガイドライン（暫定版）を 2013 年に配付した。中間レビュー時点では 9

つのパイロット病院すべてで段階的な導入が開始されている。 

現在は初期導入後に実施される看護師コンピテンシー・アセスメントのための指標が完

成した段階にあり、中間レビュー以降は指標を用いたコンピテンシー・アセスメントの具

体的な手順を開発し、包括的なラダーシステム導入・運用の基準を示した国家ガイドライ

ンとして取りまとめる予定である。また、プロジェクトはラダーシステムの普及や持続性

を念頭に、2015 年中に国家ガイドラインを大臣令として発効できるよう準備を進めてい

る。 

これらのことから、成果 1 にかかわる中間レビュー時点での達成度はおおむね適切と考

えられる。 

 

（2）成果 2 

プロジェクトが開発を支援する救急看護/クリティカル・ケア/災害看護分野は既にイン

ドネシア側でカリキュラム案の作成や教材開発などの行程が、進捗は異なるものの開始さ

れており、2014 年 1 月に実施された本邦研修後、インドネシア側主導で開発・改訂が進め

られている。そのなかで、クリティカル・ケア及び救急看護に関してはカリキュラム案が

おおむね作成されており、プロジェクトでは災害看護のカリキュラム及び教材の作成に注

力してきた。中間レビュー時点では引き続き作成作業が行われているが、上記 3 テーマと

も 2015 年中の承認、2016 年からの実施をめざしている。老年看護については既存のカリ

キュラム等がなく、老年看護の方針を定めるところから開始しており、2015 年 3 月にも本

格的なカリキュラム・教材開発作業が開始される見込みである。 

以上の 4 テーマについて研修カリキュラム及び教材が完成次第、指導者養成研修

（Training of Trainers：TOT）、その後ラダーシステムと連動した形で継続教育を開始する

予定である。プロジェクトはそれぞれの分野で研修及びその効果をモニタリングし、プロ

ジェクト終了までに改訂を少なくとも 2 テーマについて行う予定である。 

以上のことから、中間レビュー時点での成果 2 の達成度は適切であると考えられる。 

 

（3）成果 3 

国家ガイドラインの普及セミナーや保健省医療対策総局（Directorate General for Health 

Services, the Ministry of Health：BUK）の専門病院年次総会を通して多くの病院、看護師に

普及活動が行われている。カリキュラムや教材に関する普及のためのセミナーやワークシ

ョップも予定されていることから、プロジェクト活動が予定どおり実施されれば、目標を

達成できる可能性は高い。 

中間レビュー以降の試験導入・改訂を経て、「ラダーシステム国家ガイドライン」や研
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修カリキュラム・教材が完成したところで、プロジェクトはこれらの普及セミナーを実施

する構想をもっている。 

以上のことから、中間レビュー時点での成果 3 の達成度は適切であると考えられる。  

 

（4）プロジェクト目標 

プロジェクトはこれまでラダーシステムの標準化や研修カリキュラム・研修教材開発の

基礎的な準備を行ってきた。これらの活動に対するインドネシア側機関のコミットメント

は非常に高く、積極的にプロジェクトに取り組んでいる。他方、プロジェクトではより適

用性、実施可能性の高い継続教育システムとするために、政策決定機関、研究・教育機関、

臨床機関のネットワークを構築してこれらの活動に取り組んでいる。そのため関係機関が

多く、その連絡調整等に苦慮した場面もあった。しかしながら、これらの取り組みはイン

ドネシア側機関が主導的に実施しており、現場の環境やニーズに合致した継続教育システ

ム開発には必要なプロセスであり、看護実践能力強化に向けたネットワークを通じて、各

機関に多くの知見・経験をもたらしていると考えられる。 

したがって、総合的には中間レビュー時点のプロジェクト目標の達成度としてはおおむ

ね適切であると考えられる。今後は「ラダーシステム国家ガイドライン」、研修カリキュ

ラム・研修教材開発を病院での継続教育システムに実際に適用し、モニタリング評価結果

に基づいた改訂を行うなど、プロジェクト目標達成に向けたより重要な活動が予定されて

いる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

プロジェクトの妥当性は中間レビュー時点で高く維持されている。 

保健省は保健人材のなかでも特に患者に接する機会の多い看護師の能力強化を医療サ

ービス向上の重要な手法ととらえ、看護師登録証（Registration of nurses：STR）の有効期

限の設定（5 年）及び更新のための継続研修の義務化など、政策的努力を行っている。ま

た、効果的な継続教育システムの確立に向けて、プロジェクトではコンピテンシーに基づ

いた人材育成のコンセプトを取り入れたラダーシステムの構築をめざしており、保健省は

プロジェクトで作成する「ラダーシステム国家ガイドライン」を 2015 年中に大臣令とす

ることをめざしている。これらのことはプロジェクトの妥当性をさらに高めている。 

日本では、2012 年の対インドネシア共和国国別援助方針で、「アジア地域及び国際社会

への課題への対応能力向上のための支援」を重点分野の 1 つと位置づけており、本プロジ

ェクトにおいても、同戦略のなかで、保健人材の国際化が進む今日において、インドネシ

アにおける国際的な基準を意識した看護師育成を支援している。 

 

（2）有効性 

プロジェクトの有効性はおおむね高い。 

ラダーシステムの導入・運用に関しては政策的な追い風もあり、進捗の差はありながら

もすべてのパイロット病院で導入が開始されている。また、パイロット病院以外でも「ラ

ダーシステム国家ガイドライン」（暫定版）に基づいて多くの病院で導入されており、パ
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イロット病院や大学が研修やワークショップを提供するなど、活動の広がりも認められて

いる。看護師の能力アセスメントや実際の運用に対するモニタリング結果に基づいたガイ

ドラインの改定を予定しているが、計画どおりにプロジェクト活動が進捗すれば、ラダー

システムの確立（成果 1）及びプロジェクトの経験の対象地域以外への共有（成果 3）は

おおむね達成できることが見込まれる。 

研修カリキュラム・教材開発（成果 2）に関しては、中間レビュー時点においてプロジ

ェクトで対象とする 4 つのテーマの開発作業が最終化の段階に到達しており、現在は 2014

年度中に完成予定であった教材の開発に取り組んでいる。中間レビュー以降は研修トレー

ナーの養成を経て、ラダーシステムに連動した形での実際の研修を実施し、プロジェクト

期間終了までに研修の評価結果に基づいた内容の改訂を行うことを予定している。しかし

ながら、2015 年はミレニアム開発目標（MDGs）の最終年であり、インドネシアでは MDG

指標の達成に向けた活動の強化が大方針として示されている。これを受けて、災害看護/

クリティカル・ケア/救急看護のカリキュラム開発を担当している BPPSDMK の公務員教育

研修局は 2015 年度予算を MDG指標達成のための活動に大きく振り分ける方針を示してお

り、中間レビュー以降に予定されている活動が停滞する可能性がある。  

このように、プロジェクトはいくつかの困難を抱えながらも、インドネシア側機関の強

いオーナーシップの下でプロジェクト活動が進められてきた。活動予算等の不確定事項も

あり、中間レビュー時点でプロジェクト目標の達成見込みを予測することは困難である

が、今後のプロジェクト活動が計画どおりに進捗すれば、プロジェクト期間終了までに適

用性、実行可能性の高い継続教育システムの構築と、インドネシア側機関の機能強化は一

定程度期待できる。 

 

（3）効率性 

内外の要因により効率的なプロジェクトの進捗が一部阻害されたため、プロジェクトの

効率性は中程度である。 

プロジェクトは 2012 年 10 月に開始されたが、チーフ・アドバイザー（JICA 専門家）が

着任したのはプロジェクト開始後 11 カ月後となり、それ以降本格的なプロジェクト活動が

開始された。特にプロジェクト開始後早期に実施予定であったベースライン調査は諸事情

によりチーフ・アドバイザーの着任後に実施することとなり、調査内容や実施方法の作成、

保健省内の承認プロセスを経て、実際に調査が開始されたのが 2014 年 1 月となった。ま

た、フィールド調査の外部委託機関の問題も生じ、効果的なベースライン調査とはならな

かった。 

プロジェクト活動は活動計画（Plan of Operations：PO）や年次計画に沿って行われ、活

動に対して必要な専門性を有する短期専門家が派遣されたが、必ずしも必要なタイミング

で実現できず、活動が数カ月遅れるケースがあった。また、C/P の求める期間の派遣がな

されないケースがあった。加えて、2014 年には保健省のプロジェクト活動に対する予算に

対して承認が得られていたものの、執行許可が下りない事態が発生し、一部のプロジェク

ト活動が数カ月遅延したケースもあった。 

以上のことから、中間レビューまでのプロジェクト全体の進捗はプロジェクト開始時の

計画からは一定の遅れが認められるが、病院におけるラダーシステム導入等は病院間の進
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捗の差はあるものの、おおむね期待以上の進捗が得られており、プロジェクト後半で調整

が可能と考えられる。 

他方、プロジェクトは将来の持続性を強く意識し、日本・インドネシア国側双方は、明

確なコストシェアの下でプロジェクト活動を進めている。インドネシアでのプロジェクト

活動に対し、JICA 専門家はインドネシア側機関の主体性を重視し側面支援に徹しており、

連絡調整や予算確保、活動のスケジュール管理等に関してもインドネシア側機関が試行錯

誤を繰り返し、プロジェクト活動を実施してきている。 

 

（4）インパクト 

インドネシア政府は病院機能の標準化、機能強化を重要視しており、すべての病院が国

際病院評価機構（Joint Commission International：JCI）の認証を取得することとしている。

また、病院機能の国際標準化に向けても、JCI の認証取得を推奨している。加えて、本プ

ロジェクトで作成した「ラダーシステム国家ガイドライン」（暫定版）が 2013 年に保健省

から発行されている。このような背景の下、インドネシアのすべての病院施設は継続研修

システムの導入を進める必要があり、既にプロジェクト対象機関以外の多くの病院で何ら

かの形で導入が開始されている。 

このように、保健省をはじめとしたインドネシア側機関の本プロジェクトへのオーナー

シップは高く、プロジェクト成果の持続性を念頭に適切な費用分担をしながらプロジェク

ト活動を進めるとともに、「ラダーシステム国家ガイドライン」を大臣令として発効させ

る準備を進めているなど、プロジェクト活動成果の政策的裏づけを付与する努力を行って

いる。 

以上のことから、中間レビュー以降のプロジェクト活動が計画どおり進捗し、プロジェ

クト期間終了までに目標が達成すれば、上位目標の達成は大いに期待できる。  

このほかにも、ラダーシステムによる看護師配置の適正化、大学での看護教育への影響、

保健センター（プスケスマス）の看護師、助産師に対するラダーシステムの開発など、プ

ロジェクトによる正のインパクトが確認または期待されている。 

 

（5）持続性 

プロジェクトによって生み出された便益の自立発展、自己展開は中間レビュー時点にお

いても一定程度見込まれる。 

保健省は病院機能強化や看護実践能力強化に向けた政策的努力を精力的に実施してお

り、中間レビュー以降だけでなく、プロジェクト期間終了後も継続される見込みは高い。

また、2014 年にはインドネシアで初めて看護法が施行され、継続教育の重要性に関する政

策的裏づけが得られている。さらに、本プロジェクトを通して保健省、大学、病院のネッ

トワークが構築され、今後の政策策定や実施に向けた実施体制が確立したと考えられる。

したがって、政策・制度面での持続性はおおむね期待できる。 

プロジェクトは将来の持続性を強く意識し、日本・インドネシア国側双方は、明確なコ

ストシェアの下でプロジェクト活動を進めている。具体的には、日本側は会議やワークシ

ョップの開催費や旅費交通費、印刷費等の一部を負担するのみで、その他の項目はインド

ネシア側の負担によって実施されている。このような明確な費用分担を進めてきたことに
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よって、活動が遅延したこともあったが、これらの経験を通して単に財政的持続性が期待

されるだけではなく、予算確保に向けた積算や他の業務等の調整等のノウハウも蓄積した

と考えられる。したがって、財政面での持続性も一定程度期待できる。 

上述のとおり、プロジェクトは技術的観点でもインドネシア側機関の持続性を念頭に置

いた活動を継続しており、本邦研修で獲得した基本知識に基づいて、インドネシアではイ

ンドネシア側機関が現状、環境に応じたラダーシステムや研修カリキュラム・教材開発を

進めている。また、活動テーマごとにワーキンググループが組織されており、技術的な検

討を行うための基盤も確立されている。ラダーシステムに関しては、中間レビューまでに

各パイロット病院で大学等の協力を得ながら、「ラダーシステム国家ガイドライン」（暫定

版）を基に独自のガイドラインを作成し、段階的に導入を進めている。このように技術的

持続性も一定程度期待できるが、前述のとおり老年看護はインドネシアで比較的新しい分

野であることから、中間レビュー以降に本格的に実施されるカリキュラム・教材開発では

必要に応じて JICA 専門家の投入を効果的に行い、プロジェクト期間終了までに一定の技

術レベルに到達できるよう特に配慮する必要がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

既に 2007 年からラダーシステムを導入していたファトゥマワティ病院（本プロジェク

トのパイロット病院の 1 つ）にワーキンググループメンバーがスタディツアーを行ったこ

とで、インドネシア C/P のラダーシステムに関する理解が容易となり、円滑なラダーシス

テムが可能となった。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

「妥当性」の項で示した保健省による看護実践能力強化に向けた政策努力は本プロジェ

クトの妥当性を高めただけでなく、ラダーシステムの導入や研修カリキュラム及び教材開

発、普及のための活動を推進するための大きな追い風となっている。 

保健省では、人材育成を包括的に担当する BPPSDMK と看護政策策定等を担当する BUK

が協働した経験は少ない。また、保健省と大学、病院に加え、職能団体であるインドネシ

ア国家看護協会（Persatuan Perawat Nasional Indonesia：PPNI）が協力してプロジェクト活

動を実施したことによって、継続教育システム強化のためのネットワークが構築されたと

考えられる。今後もこのネットワークを通じて、他の課題についても適宜連携して活動が

実施されることが今後期待できる。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

インドネシアにおけるラダーシステムの現状に関するベースライン調査が実施された

のはプロジェクト開始から 1 年 3 カ月後の 2014 年 1 月となり、当初の予定から大きく遅

延した。また、フィールド調査は現地コンサルタントに委託して実施されたが、履行内容

の遵守や分析等を含む報告書の質の問題により遅延し、調査報告書の完成は 2014 年 6 月

となった。さらに、フィールド調査が実施されたころにはラダーシステムの病院への導入
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に関するプロジェクト活動が既に実施されており、看護師のラダーシステムに対する知

識・認識や看護師の職務満足度に関する調査項目などはプロジェクトによる介入のバイア

スがかかった結果となった。 

（2）実施プロセスに関すること 

インドネシアに派遣された JICA 短期専門家による技術移転において、インドネシア語−

日本語の通訳を要する場合があった。これは英語でのコミュニケーションが困難なインド

ネシア人、JICA 専門家に配慮したものであるが、医療分野の技術指導を正確な日本語で通

訳できる人材の確保は困難であり、円滑な技術指導が実施できないことがあった。  

 

３－５ 結論 

評価 5 項目による分析結果から、2015 年 2 月の中間レビュー実施段階で、本プロジェク

トは期待される進捗状況にあり、今後、プロジェクト期間でのプロジェクト目標を達成す

る見込みは高いと判断される。インドネシア側の主体性と活動に対する高いコミットメン

トから、5 大学、9 パイロット病院におけるラダーシステム導入や対象領域のカリキュラ

ムの作成が進められている。 

インドネシアのニーズや政策、日本の援助方針と照らしても、妥当性、有効性、効率性

については、いずれも高い。インドネシアの看護法等の法整備が進んでいること、本プロ

ジェクトの活動がインドネシア側のコストシェアで進められていることをかんがみて、現

時点における持続性の評価も高い。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（1）PDM の見直しと修正 

1） プロジェクト目標の指標 1 

ベースライン調査では調査対象を無作為抽出で選定していなかったため、統計学的比

較優位性検証のためにはエンドライン調査の対象はベースライン調査と同じ対象とす

る必要がある。そのため、エンドライン調査時のサンプリング方法もデザインし直す必

要がある。 

指標の目標値の変化についても見直し、必要に応じて再定義することが提言される。

また、患者満足度調査はエンドライン調査の質問票から削除することを提案する。 

同指標が必要と判断される場合においても、各病院が実施している調査結果を参照で

きる。これは、ラダーシステムの導入は患者満足度に直接的な影響を及ぼすものではな

く、エンドライン調査においてそれらの関連性を結論づけることは困難であると判断さ

れるからである。 

2） プロジェクト目標の指標 2 

プロジェクト目標の指標 2 をより明確にするため、「看護師登録更新に必要な 25 単位

に整合させて中央レベルで既存カリキュラムや教材の改善を行う」は「プロジェクト対

象の大学により提供された、第三者機関の資格要件を満たした継続教育研修コースの

数」に修正されることを提案する。 

3） 成果 2 のカリキュラム開発にかかわる表現 

災害看護のコンセプトは老年看護よりも古くからある看護領域であり、老年看護はイ
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ンドネシアの看護教育でもいまだ新規の分野として認識される。かかる状況の下、プロ

ジェクトも災害看護カリキュラムはプロジェクトで改訂を行っているのに対し、老年看

護はカリキュラムを新規に開発している。このようなプロセスの違いを明確にするた

め、指標 2 は「災害看護で開発された、及び災害看護/クリティカル・ケア/救急看護で

改訂されたカリキュラムの数」とすることが提言される。 

4） プロジェクト目標に対するもう 1 つの指標 

2015 年に大臣令として発行されることが期待されるガイドラインに従い、プロジェク

トでは、コンピテンシー・アセスメントやモニタリング評価の規定の適用等をプロジェ

クトの後半で支援する予定がある。加えて、ラダーシステムの導入後のコンピテンシ

ー・アセスメントやモニタリング結果を反映したガイドラインの改定案が作成されたの

ち、保健省がそのドラフトを各パイロット病院に配付することが活動として計画されて

おり、プロジェクト目標の継続教育システムの強化の指標として、改定案が配付された

病院の数を指標として追加することが推奨される。 

5） ラダーシステムの導入の定義（上位目標の指標 1 と成果 1 の指標 1-1 他） 

病院がラダーシステムを導入したか否かを測定する基準について、明確に定義するこ

とを提言する。「ラダーシステムの導入」の状態に関する明確な定義に基づき、指標や

その目標値についても見直し、必要に応じて改訂することが求められる。 

6） ラダーシステムに関連したセミナーやワークショップの定義（成果 3） 

ラダーシステムに関連したイベントに参加した病院の数について、どのようなセミナ

ーやワークショップがラダーシステムに関連したイベントとしてカウントされるのか

明確に定義することを提言する。例えば、国家レベルのセミナーだけとするのか、パイ

ロット病院や大学等を含むすべての団体によるセミナーやワークショップも含めるの

かという点である。パイロット病院や大学によるセミナー、ワークショップを含める場

合は、イベント参加者に関するデータは終了時評価まで慎重にレビューし、終了時評価

まで慎重に記録しておく必要がある。 

7） KAP 調査及び指標 2-3（成果 2） 

KAP調査は成果 2の指標 2-3を測定するものとして実施されるよう計画されていたが、

成果 2 の指標ではなく、活動 2-7 の一環として実施されることが望ましい。 

8） 継続教育（Continuous Professional Development：CPD） 

インドネシアの C/P では継続教育の表現として「現任教育（in-service training）」より

も「CPD」の方がより適切な認識を得る表現ぶりであるため、認識の誤りを最小にする

ために PDM の標記を in-service training から CPD に置き換えることを提言する。 

 

（2）定例会合の開催について 

本プロジェクトは関係機関も多岐にわたっていることから、進捗に関する情報共有が重

要である。特に今後プロジェクト終了に向け、活動も加速化されていくことから、当初決

めたとおり、中央か地方レベルかは問わないが、関係者間の進捗確認・情報共有のための

ミーティングを、月 1 回をめどに開催することが推奨される。 
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（3）プロジェクトの展開に向けて 

プロジェクト終了後、特に遠隔地への展開を見据え、プロジェクトは効率的な継続教育

システムの導入に向けて、ラダーシステムに連動した継続教育実施体制をパッケージ化す

るとともに、必要なコスト分析（必要な講師人材や期間なども含む）を行っておくことが

望ましい。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

（1） ベースライン調査はプロジェクト開始後できるだけ早期、理想的にはプロジェクトの立

ち上げ時に実施されることが望ましい。したがって、プロジェクトデザインの段階では、

専門家派遣時期等を含め、さまざまな遅延をできるだけ想定に含めた活動計画とし、プロ

ジェクト活動が計画どおりに実施されるよう配慮が必要である。 

 

（2） 調査に関して外部コンサルタントを活用する場合は、調査の質を担保するため、プロジ

ェクトはコンサルタントの調査能力を考慮して適切なデータ収集や分析方法を設定する

とともに、状況に応じて統計学や疫学の専門性を有する短期専門家派遣も考慮する必要が

ある。 

 

（3） 本邦研修で使用されたテキスト等は種々の制約により必ずしもインドネシア語もしく

は英語に翻訳されず、C/P の希望どおりには配付されなかった。日本・インドネシア国側

双方でプロジェクト活動にどのようなテキスト等が必要になるかに関して共通認識を得

ておくことは、効果的な研修を行ううえで重要である。 

 

（4） 本プロジェクトでは、プロジェクト活動に対するコストシェアリングが適切に実施され

ており、他プロジェクトの参考事例となるものである。 

 

（5） 看護継続教育を促進させるためには、組織や省をまたいだ協働が必要である。プロジェ

クト活動ごとの作業部会の形成はさまざまな組織的背景を有する個人、組織を効果的に連

携させるためには有効なアプローチである。 

 

 

 

 

 



－1－ 

第１章 中間レビューの概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）では、提供される医療サービスの量・

質の改善や経済成長等に伴い、乳児死亡率など健康指標の改善がみられてきている。その一方で、

都市部と地方部の格差の拡大や、疾病構造の変化、今後予測される高齢化、家族看護の弱体化、

保健医療サービスの提供及び教育における民間機関の役割の増大など、新たな課題に対応できる

体制構築が必要となってきている。 

このような状況を踏まえ、保健医療サービスの提供に大きな役割を果たしているのが看護師で

あることから、インドネシア政府は看護継続教育の強化を通じた看護師の教育レベルの向上や免

許更新制度の導入等各種施策に取り組み始めている。しかしながら、インドネシアの看護継続教

育においては分野に特化した育成が通常で、体系的な人材育成は十分ではなかった。 

他方、保健人材の国際化も進む今日において、インドネシアにおいて国際的な基準を満たした

看護師の育成が急務であると、国内外の関係者の間では認識されている。わが国では、2008 年か

ら経済協力協定（Economic Partnership Agreement：EPA）に基づき、インドネシア等からの看護師・

介護福祉候補生の受入れを開始している。JICA も、インドネシア政府からの協力の要請に基づき、

こうした課題への対応のため、2012 年 10 月から 2017 年 10 月までの 5 年間の予定で、保健省保

健人材開発・活用総局（The Board for Development and Empowerment of Human Resources for Health, 

the Ministry of Health：BPPSDMK）を筆頭カウンターパート（Counterpart：C/P）機関として、「看

護実践能力強化プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）を実施している。 

今回実施する中間レビューは、プロジェクト期間の中間時点を迎え、本プロジェクトのこれま

での投入、各活動の実績、成果を確認、評価するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提

言及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

 

１－２ 中間レビューの目的 

中間レビューの目的は以下に示すとおりである。 

（1） 最新 PDM（version 2）（付属資料１ Annex 1）に基づいてプロジェクトの中間段階におけ

る進捗をレビューし、評価 5 項目の評価基準に従って評価時点でのプロジェクト成果を評価

する。 

 

（2） プロジェクトの成果及び目標に対する促進要因及び阻害要因を検討する。 

 

（3） 上記の分析結果に基づいてインドネシア側と共同で残りのプロジェクト期間での活動方

針について協議する。 

 

（4） プロジェクト期間終了までのプロジェクト目標の着実な達成に向けた提言を行うととも

に、必要に応じて PDM の見直しを行う。 

 

（5） 合同中間レビュー報告書に調査結果を取りまとめる。 
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１－３ 合同中間レビューチームのメンバー  

合同中間レビューチーム（以下、評価チーム）の構成は以下のとおりである。 

<日本側> 

担当分野 氏 名 所 属 現地派遣期間 

団長・総括 吉田 友哉 JICA 人間開発部 保健第二グループ  

保健第三チーム 課長 

2015 年 2 月 19 日〜

2015 年 2 月 27 日 

看護教育 田村 やよひ 国立看護大学校長 2015 年 2 月 22 日〜

2015 年 2 月 27 日 

看護人材 仲佐 保 国立国際医療研究センター  

国際医療協力局 運営企画部長 

2015 年 2 月 19 日〜

2015 年 2 月 27 日 

看護行政 関 育子 調査団技術参与 2015 年 2 月 8 日〜

2015 年 2 月 27 日 

協力企画 菊池 雅子 JICA 人間開発部 保健第二グループ 

保健第三チーム ジュニア専門員 

2015 年 2 月 17 日〜

2015 年 2 月 27 日 

評価分析 井上 洋一 ㈱日本開発サービス 調査部 主任研究員 2015 年 2 月 10 日〜

2015 年 2 月 27 日 

オブザーバー 橋本 千代子 

 

国立国際医療研究センター  

国際医療協力局 人材開発部 研修課長 

2015 年 2 月 19 日〜

2015 年 2 月 27 日 

オブザーバー 山本 佐枝子 国立国際医療研究センター  

国際医療協力局 人材開発部  

2015 年 2 月 19 日〜

2015 年 2 月 27 日 

 

<インドネシア側> 

氏 名 役職及び所属 

dr. Ahmad Soebagjo 

Tancarino, MARS 

Head of Center for Planning and Management of Human Resources for 

Health, BPPSDMK, MOH 

Suhartati, SKp., M.Kes Director of Nursing, Director General of Health Effort, MOH 

Oos Fatimah Rosyanti Head of Division for Management of International HRH, BPPSDMK, 

MOH 

Prayetni Head of sub Directorate of Nursing Care in Specialty Hospital, Directorate 

of Nursing, Directorate General of Health Effort, MOH 

Ida Ayu Agung Head of Section for Indonesian HRH Abroad, BPPSDMK, MOH 

Dita Sulistyowati Head of Section of Instruction and Monitoring for General Hospitals, 

Department of Nursing, Directorate General of Health Effort, MOH 

Lilis Dwi Kristyaningrum Staff, Center for Planning and Management of Human Resources for 

Health, BPPSDMK, MOH 

Heni Dianawatisari, SKM Staff, Center for Planning and Management of Human Resources for 

Health, BPPSDMK, MOH 

Nia Ayu Suridaty Staff, Department of Nursing, Directorate General of Health Effort, MOH 

Dwi D Staff, Department of Nursing, Directorate General of Health Effort, MOH 
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現地調査は、2015 年 2 月 11 日から 26 日にかけて実施され、サイト視察、インタビュー、プロ

ジェクト報告書等の関連文書レビューを行った（付属資料 2）。 

 

１－４ プロジェクトの枠組み 

プロジェクトの実施機関及び関連機関、対象地域、受益者は、以下のとおりである。また、最

新 PDM である version 2 に示されるプロジェクトの要約（プロジェクト目標、成果、活動）を以

下に示す。 

【実施機関】 

・BPPSDMK 及び保健省医療対策総局（Directorate General for Health Services, the Ministry of 

Health：BUK） 

・インドネシア大学（UI）、パジャジャラン大学（UNPAD）、アイルランガ大学（UNAIR）、北

スマトラ大学（USU）、ハサヌディン大学（UNHAS） 

【関係機関】 

・上記 5 大学に関連する 9 病院（Fatmawati, Persahabatan, Hasan Sadikin, H.Adam Malik, Dr. 

Sutomo, Petrokimia Gresik, Hasanudin University, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, and North Sumatra 

hospitals） 

・インドネシア国家看護協会（Persatuan Perawat Nasional Indonesia：PPNI） 

・保健人材専門学校 

【対象地域】 

5 大学の関連病院及び PPNI 及び保健人材専門学校 

【受益者】 

病院に勤務する正看護師、准看護師 

【最新の PDM（2014 年 9 月 4 日、version 2）】 

上位目標 看護師の実践能力向上のための継続教育システムが他地域に普及する。 

プロジェクト目標 対象地域において看護師の実践能力向上のための継続教育システムが強化さ

れる。 

成果 成果 1 

保健省に承認されたパイロット病院において、キャリア開発ラダーシステム

（以下、「ラダーシステム」と記す）が導入される。 

成果 2 

対象分野の分野別院内教育研修プログラムが看護師登録の更新に必要な単位

を取得できる研修として認定されるように強化される。 

成果 3 

プロジェクトの経験（アウトプット 1 及び 2）がプロジェクト対象地域以外の

研修機関等関係者に共有される。 

活動 活動 1 

1-1．ベースライン調査を実施する。 

1-2．ラダーシステム導入のためのパイロット病院を大学ごとに選定する。 

1-3． 各パイロット病院でラダーシステム導入のワーキンググループを設置

する。 

1-4． ワーキンググループメンバー対象に、ラダーシステム導入に向けた研修

（本邦及びインドネシア国内）を実施する。 
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 1-5．ラダーシステムの国家基準を作成する。 

1-6． 各パイロット病院で、ラダーシステムを導入する（到達目標の設定や研

修計画、評価計画の策定等、幅広い活動を含む）。 

1-7．各パイロット病院で、ラダーシステムを運用する。 

1-8．各パイロット病院で、ラダーシステム導入・運用のモニタリング評価を

実施する。 

1-9．エンドライン調査を実施する。 

 

活動 2 

2-1．対象分野ごとにカリキュラム開発ワーキンググループを設置する。 

2-2．カリキュラム開発ワーキンググループメンバーに対する研修（本邦及び

インドネシア国内）を実施する。 

2-3． 看護師登録更新に必要な 25 単位に整合させて中央レベルで既存カリキ

ュラムや教材の改善を行う。 

2-4．改善されたカリキュラムと教材を地方のニーズに見合う形に修正する。

2-5．継続教育研修の指導者養成研修（Training of Trainers：TOT）を実施する

（インドネシア国内）。 

2-6．看護師対象の継続教育研修を実施する。 

2-7．対象分野の継続教育研修に関するモニタリング評価を実施する。 

 

活動 3 

3-1． プロジェクトの経験をレビューするため、保健省関係部局と定期的に会

議を行う。 

3-2． ワークショップ、セミナー等を通してプロジェクトの経験を幅広い関係

者に共有する。 
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第２章 中間レビューの方法 
 

中間レビューは「JICA 事業評価ガイドライン」第一版及び第二版（それぞれ 2010 年 6 月、2014

年 5 月）に沿って実施された。実績・実施プロセスの確認と 5 項目評価を行うための調査項目に

ついて、何をどのように実施したらよいのか具体的な方法を検討するため、評価設問、必要な情

報・データ、情報源、データ収集方法について一覧表で示した評価グリッド（付属資料１ Annex 

3）を作成した。 

評価チームのメンバーは評価グリッドに基づき、C/P や各関係機関、JICA 専門家に対して質問

票の配付やインタビューを実施し、プロジェクトのレビューを実施した。 

調査結果は日本−インドネシア合同で PCM（Project Cycle Management：プロジェクト・サイク

ル・マネジメント）の常法に則り、最新の PDM version 2 に基づいてプロジェクト成果の到達度

の確認及び評価 5 項目での分析を実施し、合同評価報告書を取りまとめた。 

本中間レビューに用いた評価 5 項目の概説を表－１に示す。 

 

表－１ 評価 5 項目の概説 

評価 5 項目 概 説 

妥当性 プロジェクトの目標（PDM のプロジェクト目標、上位目標）が、受益者のニーズと

合致しているか、援助国側の政策と日本の援助政策との整合性はあるかなど、「援助

プロジェクトの正当性」を検討する。中間レビューでの妥当性評価は、現状・実績

に基づいて検証作業を行う。 

有効性 PDM の「プロジェクトの成果」の達成度合いと、それが「プロジェクト目標」の達

成にどの程度結びついたかを検討する。中間レビューでの妥当性評価は、現状・実

績に基づいて検証作業を行う。 

効率性 プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度を把握する。各投入のタ

イミング、量、質の適切度を検討する。中間レビューでの効率性評価は、現状・実

績に基づいて検証作業を行う。 

インパクト プロジェクトが実施されたことにより生じる直接・間接的な正負の影響を検討する。

中間レビューでのインパクトは、予測・見込みに基づいて検証作業を行う。 

持続性 援助が終了した後も、プロジェクト実施による便益が持続されるかどうか、自立発

展に必要な要素を見極めつつ、プロジェクト終了後の自立発展の見通しを検討する。

中間レビューでの持続性評価は、予測・見込みに基づいて検証作業を行う。 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

３－１ 投入 

（1）日本側投入実績 

以下に、2014 年 12 月時点のプロジェクトに対する日本側からの投入を示す。詳細は付属

資料１ Annex 5 を参照のこと。 

構 成 投 入 

JICA 専門家の派遣 長期専門家：2 名、合計 41.5 人/月（チーフ・アドバイザー/看護行政 1 名、

16.5 人/月及び業務調整/研修管理 1 名、25 人/月） 

短期専門家：延べ 14 名、看護行政、ラダーシステム、災害看護、クリテ

ィカル・ケア、救急看護、合計 7.46 人/月 

運営指導調査団：合計 6 名、看護行政、看護教育、ラダーシステム、ベ

ースライン調査、老年看護、介護、3.1 人/月 

ローカルスタッフ雇用 合計 6 名（ジャカルタ 2 名、マカッサル 1 名、メダン 1 名、スラバヤ 1

名、バンドゥン 1 名） 

資機材の提供 保健省 BPPSDMK 内プロジェクト事務室（家具、インターネット設備含

む） 

5 大学それぞれにプロジェクト事務スペース（家具、インターネット設備

含む） 

本邦研修 延べ人数：65 名〔ラダーシステム 19 名、災害看護（H.E.L.P）7 名、カリ

キュラム開発（救急看護/クリティカル・ケア/災害看護）19 名、カリキュ

ラム開発（老年看護）20 名〕 

延べ期間：100 日 

会議等費用負担 会議、セミナー、評価、研修等の開催費：合計 67 回 

 

（2）インドネシア側投入実績 

以下に、2014 年 12 月現在のプロジェクトに対するインドネシア側からの投入を示す。詳

細については付属資料１ Annex 5 を参照のこと。 

構 成 投 入 

C/P 配置 プロジェクト・ダイレクター：延べ 2 名（前任と後任） 

プロジェクト・マネジャー：延べ 3 名（2 名体制、1 名が交代） 

事務局長：2 名 

その他 C/P：合計 83 名 

施設及び資機材 保健省 BPPSDMK 内プロジェクト事務室（家具、インターネット設備

含む） 

5 大学それぞれにプロジェクト事務スペース（家具、インターネット設

備含む） 

現地活動費 合計 67 回の会議、セミナー、アセスメント活動、研修等の費用 

インドネシア側 C/P に対する日当を含む旅費交通費（ファトゥマワテ

ィ病院への研修旅行を除く） 

ラダーシステムガイドライン（ドラフト）印刷費、ワークショップで

使用する文書の印刷費（一部）、カリキュラム案及び研修モジュールに

関する文書印刷費（一部） 
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３－２ プロジェクトの実績 

（1）プロジェクト活動の実績 

成果に係るプロジェクト活動実績を以下に示す。 

成果 1： 

保健省に承認されたパイロット病院において、キャリア開発ラダーシステム（以下、「ラダーシステ

ム」と記す）が導入される。 

活 動 達成事項 

1-1. ベースライン調査を実施

する。 

・ラダーシステムの概要把握のためのサンプル調査は、USU を除

く 8 つのパイロット病院を対象に 2013 年 9 月から 2014 年 6 月

の間で調査・報告がされた。調査結果報告は、2014 年 9 月の第

2 回 JCC で共有された（調査結果は、付属資料１ Annex 7 参照）。

・当初はプロジェクト期間の初期に実施する予定であったが、具

体的な準備はチーフ・アドバイザーの派遣された 2013 年 9 月以

降に開始された。調査の方針や内容、実施手順、質問票の作成

は、チーフ・アドバイザー及び短期専門家の側面支援の下、イ

ンドネシア側 C/P 機関の主導の下で実施された。 

・調査項目は、ラダーシステム導入に際して必要なプロセスの進

捗度、患者安全の指標を用いた看護ケア質評価、看護管理者の

人材管理能力、看護師のラダーシステムに対する知識と認識、

看護師の職務満足度、患者の看護ケアに対する満足度等につい

てである。 

・フィールド調査は現地コンサルタントに委託して実施されたが、

履行内容の遵守等の問題により遅延し、調査報告書の完成は

2014 年 6 月となった。 

1-2. ラダーシステム導入のた

めのパイロット病院を大学

ごとに選定する。 

・以下の 9 病院を選定した。Fatmawati, Persahabatan, Hasan Sadikin, 

H.Adam Malik, Dr. Sutomo, Petrokimia Gresik, Hasanudin 

University, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, and North Sumatra 

hospitals. 

・上記 9 病院は、各大学が、それぞれの地域の状況に応じて、州の

中核病院である、各大学の実習先であり連携が容易である、プロ

ジェクトに対するコミットメントが強い等の理由から選んだ。 

・選定された病院は、大病院からそれほど規模の大きくない病院、

国立病院、州立病院、私立病院、大学病院まで、歴史ある病院

から新設の病院まで、バラエティーに富み、さまざまなケース

の経験が蓄積でき、成果を普及できる体制になっている。  

1-3. 各パイロット病院でラダ

ーシステム導入のワーキン

ググループを設置する。 

・ワーキンググループとは、各病院にラダーの導入を検討するチ

ームのことと定義した。 

・各病院でワーキンググループが 2007 年から 2014 年の間で組織

され、頻繁な会議やワークショップ、インターネットのメッセ

ージグループ作成によるコミュニケーションなど、活発に活動

がなされている（個々の病院の進捗状況は付属資料１ Annex 8

を参照）。 

1-4. ワーキンググループメン

バー対象に、ラダーシステム

導入に向けた研修（本邦及び

インドネシア国内）を実施す

る。 

・ラダーシステムに関して①本邦研修②活動計画の策定③実際の

活動（ガイドラインの開発、導入、モニタリング・評価、改訂）、

という順序で活動を行っている。中間レビューまでに本邦研修

が実施され、合計 18 名が参加した。 
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・研修から帰国した後は、日本滞在中に作成した活動計画に沿っ

て、JICA 専門家の側面指導の下、インドネシア側機関が主導と

なってラダーシステム導入活動が実施されている。 

1-5. ラダーシステムの国家基

準を作成する。 

・ラダーシステムの国家標準に関して、ワークショップ等を通じ

て導入に必要な骨子がおおむね確定した 2013 年に、「看護師キ

ャリアラダーガイドライン」（以下、「国家ガイドライン」と記

す）の暫定版が保健省より関係機関に配付された。 

・中間レビュー時点ではコンピテンシー・アセスメント指標の作

成が終了し、評価ツールやモニタリング手法のドラフトを作成

中であり、2015 年 3 月に完成予定である。 

1-6. 各パイロット病院で、ラダ

ーシステムを導入する（到達

目標の設定や研修計画、評価

計画の策定等、幅広い活動を

含む）。 

・すべてのパイロット病院で、上記のガイドラインに基づいて各

施設の状況に合わせた独自のガイドラインが作成され、入院サ

ービスが開始されていない北スマトラ病院以外の病院では、看

護スタッフのコンピテンシー・アセスメントなど、既に段階的

な導入が開始されている。中間レビュー時点で、9 病院すべて

で決定文書（Surat Keputusan：SK）として病院長が承認した。

1-7. 各パイロット病院で、ラダ

ーシステムを運用する。 

・上述のとおり、各パイロット病院ではラダーシステムの段階的

導入が国家ガイドライン（2013 年暫定版）に沿って、開始され

ている。 

・他方、活動 1-5 でラダーシステムの国家ガイドラインが省令と

して発効されれば、特にコンピテンシー・アセスメント、モニ

タリング・評価について、各病院のガイドラインに適用させる

予定である。 

1-8. 各パイロット病院で、ラダ

ーシステム導入・運用のモニ

タリング評価を実施する。 

・導入が進んだ 2015 年前半に、システム導入や運用に関するモニ

タリング・評価を行う予定。必要に応じてプロジェクト期間終

了までに国家ガイドラインの改定案を作成する。 

1-9. エンドライン調査を実施

する。 

・終了時評価実施（2017 年 5 月ごろ）の前に調査の結果が出せる

タイミングでエンドライン調査を実施する予定である。 

 

成果 2： 

対象分野の分野別院内教育研修プログラムが看護師登録の更新に必要な単位を取得できる研修とし

て認定されるように強化される。 

活 動 達成事項 

2-1. 対象分野ごとにカリキュ

ラム開発ワーキンググルー

プを設置する。 

・カリキュラム開発のワーキンググループは、本邦研修の参加メ

ンバーを中心に組織された。 

・第 3 回本邦研修「カリキュラム開発（救急・災害看護、クリテ

ィカルケア分野）」が 2014 年 1～2 月に実施され、19 名の C/P

が参加した。 

・第 4 回本邦研修「カリキュラム開発（老年看護）」が 2014 年 9

～10 月に実施された。 

2-2. カリキュラム開発ワーキン

ググループメンバーに対する

研修（本邦及びインドネシア

国内）を実施する。 

2-3. 看護師登録更新に必要な

25 単位に整合させて中央レ

ベルで既存カリキュラムや

教材の改善を行う。 

 

 

・クリティカル・ケア：BPPSDMK でカリキュラム案が作成され

ている。ニーズ分析やコンピテンシーの明確化に基づく修正作

業を行いながら、2015 年内に継続教育への適用をめざしてい

る。 

・災害看護：災害看護コンピテンシーを看護協会の救急災害看護

委員会が作成中であったため、ワーキンググループのメンバー

とも連携しラダーシステムの定義に即したコンピテンシーの完
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成を支援した。このコンピテンシーは国際看護師協会

（International Confederation of Nurses：ICN）と WHO が出版し

た災害看護コンピテンシーガイドライン“ICN Framework of 

Disaster Nursing Competencies”を基にインドネシアの看護基準

に沿って作成された。 

・救急看護：本邦研修前にカリキュラム及び教材案の作成が終了

していた。保健省内で研修カリキュラムを承認するプロセスに

おいて、ワーキンググループメンバーも参加した。また短期専

門家は研修対象者のレベルに応じた研修目的の設定などを助言

した。 

・老年看護：具体的な研修カリキュラム及び教材等の作成作業は

中間レビュー以降に予定されている。 

・ポリテクが老年看護のワーキンググループに参加している。 

・PPNI は災害看護のカリキュラム作成に参加している。 

2-4. 改善されたカリキュラム

と教材を地方のニーズに見

合う形に修正する。 

・上述のとおり、中央レベルのワーキンググループでカリキュラ

ム開発・改訂の作業が進められている段階である。 

・ただし、大学、病院の関係者もワーキンググループに参加して

おり、中央レベルでのカリキュラム開発・改訂後、プロジェク

ト終了までに必要に応じ、地方のニーズに沿った修正が速やか

になされる体制が整っている。 

2-5. 院内教育研修の指導者養

成研修（TOT）を実施する（イ

ンドネシア国内）。 

・災害看護では、2015 年 3 月に机上演習（Table-top exercise）の

内容について検討したうえでカリキュラム及び教材のドラフト

を完成させる予定。7 月ごろにトライアル、年内にカリキュラ

ムを完成させ、2016 年に ToT を実施予定である。 

・その他のテーマについても、中央レベルで開発作業が終了でき

次第、同様のプロセスでトレーナーの育成、継続研修への適用

が行われる予定である。 

2-6. 看護師対象の院内教育研

修を実施する。 

2-7. 対象分野の院内教育研修

に関するモニタリング評価

を実施する。 

・テーマごとに、トライアル導入の際にモニタリング評価手法を

検討し、モニタリング評価項目を決定し実施される予定である。

 

成果 3： 

プロジェクトの経験（アウトプット 1 及び 2）がプロジェクト対象地域以外の研修機関等関係者に

共有される。 

活 動 達成事項 

3-1. プロジェクトの経験をレ

ビューするため、保健省関係

部局と定期的に会議を行う。 

・プロジェクトの関係者は多く、日程調整の関係からも、完全な

定期会議とはなっていない。プロジェクトの開始後に中央レベ

ルでは、月 1 回の会議を合意していたが、1～3 カ月に 1 回の頻

度で全体運営会議を実施している（会議開催計 28 回）。 

・特定の活動等に関連する関係者とは、必要に応じて会議や電話、

e-mail 等でのコミュニケーションを行い、おおむね適切な連絡

調整体制が構築されている。 

3-2. ワークショップ、セミナー

等を通してプロジェクトの

経験を幅広い関係者に共有

する。 

・中央レベルでは、BUK が主催する年次総会でラダーシステムに

関する発表を 2013 年に実施している。 

・また、スラバヤでは州知事の要請もあり、UNAIR が地域の大学

や病院関係者を対象とした講習会を開催している。マカッサル

でも大学、病院間でラダーシステムの講習会を実施している。
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（2）成果の達成 

1） 成果 1 

成果 1 の指標の達成度を以下に示す。 

成果 1： 

保健省に承認されたパイロット病院において、キャリア開発ラダーシステム（以下、「ラダーシステ

ム」と記す）が導入される。 

指 標 達成度 

1-1. ラダーシステムを導入し

たパイロット病院の数（9

施設以上） 

 

・2013 年以降、「ラダーシステム国家ガイドライン」（暫定版）に基

づいて、9 つのパイロット病院すべてで段階的な導入が開始され

ている。 

・2015 年末までに大臣令として発行されることが期待されるガイ

ドラインに従い、特にコンピテンシー・アセスメントやモニタリ

ング評価の規定の適用をプロジェクトは支援する予定。 

1-2. 各パイロット病院で、ラ

ダーシステムにおける継続

研修を受けた看護師の割合

（ベースライン値：0％、

2016 年までのターゲット

値：75％） 

・上述のとおり、パイロット病院では段階的な導入が開始されたと

ころであり、中間レビュー時点では測定できない。 

・中間レビュー時点でプロジェクトは研修カリキュラム開発を実

施している段階であり、開発作業が終了次第、ラダーシステムに

連動した継続教育を実施する予定である。 

1-3. 各パイロット病院で、ラ

ダーシステムに基づき看護

実践能力の評価を受けた看

護師の割合（ターゲット

値：75％） 

・上述のとおり、パイロット病院では段階的な導入が開始されたと

ころであり、中間レビュー時点では測定できない。 

・ただし、看護師のコンピテンシー・アセスメントは段階的に開始

されており、プロジェクト期間終了までには国家ガイドラインに

基づいた評価が実施される見込みである。 

近年、インドネシア保健省は看護職員を含む医療従事者の能力強化に向けた政策的取り

組みを強化しており、ラダーシステムの導入を推し進めている。インドネシアではラダー

システムの枠組みが 2006 年に示されていたが、本プロジェクトではより適用性、実行可

能性の高いシステムとするために、日本のラダーシステムの経験、知見を参考に改良を進

めている。プロジェクトでは、ラダーシステム導入に必要な手順に関する国家ガイドライ

ン（暫定版）を 2013 年に配付した。中間レビュー時点では 9 つのパイロット病院すべて

で段階的な導入が開始されている。 

現在は初期導入後に実施される看護師コンピテンシー・アセスメントのための指標が完

成した段階にあり、中間レビュー以降は指標を用いたコンピテンシー・アセスメントの具

体的な手順を開発し、包括的なラダーシステム導入・運用の基準を示した国家ガイドライ

ンとして取りまとめる予定である。また、プロジェクトはラダーシステムの普及や持続性

を念頭に、2015 年中に国家ガイドラインを大臣令として発効できるよう準備を進めてい

る。今後は、プロジェクトはコンピテンシー・アセスメント担当者の養成を行うとともに、

国家ガイドラインに基づいたラダーシステム運用をモニタリング・評価し、プロジェクト

期間終了までにさらなる改訂案を作成することをめざしている。また、ラダーシステムの

中での継続教育は、国家ガイドラインの導入後、実施する予定である。 

他方、上述のとおり各病院は保健省の方針の下で意欲的にラダーシステムの導入・運用

を進めており、いくつかの病院では既に独自の指標によるコンピテンシー・アセスメント

を実施している施設もあることから、プロジェクトは、現在ドラフト中の国家ガイドライ
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ンが発効された後は、同ガイドラインで規定されるコンピテンシー・アセスメントとの整

合性を図るためのフォローアップを行う予定である。 

これらのことから、成果 1 にかかわる中間レビュー時点での達成度はおおむね適切と考

えられる。 

2） 成果 2 

成果 2 の指標の達成度を以下に示す。 

成果 2： 

対象分野の分野別院内教育研修プログラムが看護師登録の更新に必要な単位を取得できる研修とし

て認定されるように強化される。 

指 標 達成度 

2-1. 開発されたカリキュラム

の数（2 種以上ターゲット

分野：救急看護/クリティカ

ル・ケア/災害看護及び老年

看護） 

 

・対象分野の本邦研修後、参加者を中心としたカリキュラム開発ワ

ーキンググループが組織され、救急看護/クリティカル・ケア/災

害看護に関しては、それぞれ中間レビュー時点で開発作業がイン

ドネシア側機関の主導で進められている段階である。プロジェク

トでは 2015 年から 2016 年の導入をめざしている。 

・老年看護に関しては、2014 年 10 月に本邦研修が終了したところ

であり、中間レビュー以降に本格的な開発作業が開始される予定

である。 

・中間レビュー時点では災害看護カリキュラム開発が終盤を迎え

ている。また、老年看護はインドネシアでの関心の高い分野であ

ることから、インドネシア側機関の高いコミットメントが期待で

きる。したがって最低 2 分野のカリキュラム開発を達成すること

が見込まれる。 

2-2. プロジェクトを通して育

成されたトレーナーの数

（ターゲット値：60 名） 

・プロジェクト対象分野のカリキュラムは開発段階であり、指導者

養成のための TOT はまだ実施されていない。 

・それぞれのテーマでカリキュラムや研修モジュールの開発が終

了でき次第、2 分野（1 回 30 名ずつ、計 2 回）で合計 60 名を対

象とした TOT を実施する予定である。 

2-3. 関連病院における研修を

受けた看護師と研修を受け

ていない看護師の対象分野

に関する知識や技術の相違 

・プロジェクト対象分野のカリキュラムは開発段階であり、中間レ

ビュー時点では研修を受けた看護師と受けていない看護師の相

違を測定できない。 

・プロジェクトの制約を考慮した場合、知識・態度・行動

（Knowledge, Attitude and Practice：KAP）調査には多大な労力、

時間、経費を要することから、本指標は不適切であると考えられ

る。 

プロジェクト開始から約 1 年間は政策的に進められていたラダーシステムにかかわる活

動（成果 1）に注力し、カリキュラムや教材の開発・改訂にかかわる活動は 2014 年 1 月よ

り本格的に開始された。プロジェクトが開発を支援する救急看護/クリティカル・ケア/災

害看護分野は既にインドネシア側でカリキュラム案の作成や教材開発などの行程が、進捗

は異なるものの開始されており、2014 年 1 月に実施された本邦研修後、インドネシア側主

導で開発・改訂が進められている。そのなかで、クリティカル・ケア及び救急看護に関し

てはカリキュラム案がおおむね作成されており、プロジェクトでは災害看護のカリキュラ

ム及び教材の作成に注力してきた。中間レビュー時点では引き続き作成作業が行われてい

るが、上記 3 テーマとも 2015 年中の承認、2016 年からの実施をめざしている。 
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老年看護については既存のカリキュラム等がなく、老年看護の方針を定めるところから

開始している。2015 年 3 月にも本格的なカリキュラム・教材開発作業が開始される見込み

であるが、人口構造の転換、感染性疾患から非感染性疾患へ疾病構造の転換期であるとい

う背景の下、インドネシア側のプロジェクトによる老年看護カリキュラム開発の期待は大

きく、強いコミットメントが期待されることから、中間レビュー以降の活動が加速される

ことが見込まれる。 

以上の 4 テーマについて研修カリキュラム及び教材が完成次第、指導者養成のための

TOT、その後ラダーシステムと連動した形で継続教育を開始する予定である。プロジェク

トはそれぞれの分野で研修及びその効果をモニタリングし、プロジェクト終了までに改訂

を少なくとも 2 テーマについて行う予定である。 

以上のことから、中間レビュー時点での成果 2 の達成度は適切であると考えられる。 

3） 成果 3 

成果 3 の指標の達成度を以下に示す。 

成果 3： 

プロジェクトの経験（アウトプット 1 及び 2）がプロジェクト対象地域以外の研修機関等関係者に

共有される。 

指 標 達成度 

3-1. ラダーシステムに関する

セミナー /ワークショップ

等に参加した病院の数（タ

ーゲット値：100） 

・2013 年に「ラダーシステム国家ガイドライン」（暫定版）が完成

した後、保健省が開催した普及セミナーには 100 以上の病院が参

加した。国家ガイドラインが完成した後も保健省は普及セミナー

の実施を予定しており、同等かそれ以上の数の病院の参加が見込

まれる。また、保健省 BUK 主催の専門病院年次全国大会（2013

年）でもプロジェクトの取り組みが紹介された。 

・これ以外にも、保健省、地域、それぞれのレベルで会議やセミナ

ーを通じたラダーシステムの紹介が行われている。 

3-2. 対象分野に関するセミナ

ー /ワークショップ等に参

加した研修機関（大学、病

院等）の数（ターゲット値：

150 機関） 

・対象分野に関する研修カリキュラムや教材等は中間レビュー時

点で開発段階にあり、普及のためのセミナーやワークショップは

開催されていない。 

・公的機関以外の研修実施指定機関として約 50 施設が保健省に登

録されている。また、保健省は既に PPNI との連携を強化してい

る。これらの機関に加えて公的機関として病院、大学を加えれば、

目標値を達成することは見込まれる。 

前述したとおり、インドネシアは看護実践能力強化に向けて継続教育を重視しており、

保健省や大学をはじめとするプロジェクトの実施機関、関連機関のコミットメントは高

い。また、保健省は看護実践能力強化の実現のために活発な政策努力を行っており、プロ

ジェクト対象施設以外の病院でも何らかの形でラダーシステムが導入されつつあること

から、C/P 機関だけでなく、多くの病院、看護師の本プロジェクトへの関心は高い。 

指標の達成度でも示したとおり、国家ガイドラインの普及セミナーや BUK の専門病院

年次総会を通して多くの病院、看護師に普及活動が行われている。カリキュラムや教材に

関する普及のためのセミナーやワークショップも予定されていることから、プロジェクト

活動が予定どおり実施されれば、目標を達成できる可能性は高い。 

中間レビュー以降の試験導入・改訂を経て、「ラダーシステム国家ガイドライン」や研
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修カリキュラム・教材が完成したところで、プロジェクトはこれらの普及セミナーを実施

する構想をもっている。 

以上のことから、中間レビュー時点での成果 3 の達成度は適切であると考えられる。 

 

（3）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標の指標の達成度を以下に示す。 

プロジェクト目標 

対象地域において看護師の実践能力向上のための継続研修システムが強化される。 

指 標 達成度 

1.  ラダーシステムの効果の検

証結果と、院内教育システムへ

の改善に活用した内容リスト 

・ラダーシステムの継続教育に対する効果測定はエンドライン

調査で実施される見込みであり、中間レビュー時点では評価

できない。 

・ただし、本指標は達成目標（値）が示されておらず、達成状

態の記載も曖昧である。 

2.  大学により提供される継続

教育研修のうち、25 単位の一

部として認定されるコースの

数（ターゲット値：10） 

・プロジェクト活動が中間レビュー以降順調に進捗すれば、5

大学でそれぞれ最低 2 テーマ、合計 10 コースを開発予定であ

る。 

・看護師登録更新のための継続教育コースの認定を行う PPNI

が関係機関としてプロジェクトに参加しており、必要な基準

に沿って研修カリキュラム等が開発されていることから、各

大学が開発する 10 の研修コースが認定される可能性は高い。

・看護師登録更新に必要な 25 単位の一部としての認定は、成果

2 の活動の過程でなされるものである。したがって、本指標は、

プロジェクト目標の指標ではなく、成果 2 の達成度測定のた

めに使用されることが適切である。 

指標の達成度でも示したとおり、現在設定されている指標は適切性に欠けるため、プロジ

ェクト目標達成度測定に使用できず、修正が必要である。したがって、ここでは成果の達成

状況やその他周辺情報から総合的に判断する。 

プロジェクトはこれまでラダーシステムの標準化や研修カリキュラム・研修教材開発の基

礎的な準備を行ってきた。これらの活動に対するインドネシア側機関のコミットメントは非

常に高く、積極的にプロジェクトに取り組んでいる。他方、プロジェクトではより適用性、

実施可能性の高い継続教育システムとするために、政策決定機関、研究・教育機関、臨床機

関のネットワークを構築してこれらの活動に取り組んでいる。そのため関係機関が多く、そ

の連絡調整等に苦慮した場面もあった。しかしながら、これらの取り組みはインドネシア側

機関が主導的に実施しており、現場の環境やニーズに合致した継続教育システム開発には必

要なプロセスであり、看護実践能力強化に向けたネットワークを通じて、各機関に多くの知

見・経験をもたらしていると考えられる。 

したがって、総合的には中間レビュー時点のプロジェクト目標の達成度としてはおおむね

適切であると考えられる。今後は「ラダーシステム国家ガイドライン」、研修カリキュラム・

研修教材開発を病院での継続教育システムに実際に適用し、モニタリング評価結果に基づい

た改訂を行うなど、プロジェクト目標達成に向けたより重要な活動が予定されている。 
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３－３ 実施プロセスの検証 

（1）プロジェクトマネジメントと関係者間のコミュニケーション 

本プロジェクトは関係機関が多いが、全体のマネジメントのための会議をおおむね 1～2

カ月に 1 回の頻度で実施してきている。これに加え、必要に応じて個別のテーマの関係者で

の会議やワークショップ、日常的な e-mail 等で頻繁にコミュニケーションをとっていた。前

述のとおり、本プロジェクトは関係機関が多く、会議開催や活動の実施で関係者の日程調整

等に苦慮することがあり、一部の活動では若干の遅れが生じたケースもあったが、コミュニ

ケーションや情報共有に関しては中間レビューまで適切に継続されている。 

 

（2）オーナーシップ及び自立性 

インドネシア側 C/P 機関は実施機関、関係機関とも本プロジェクトに対して強いオーナー

シップを発揮している。具体的には、本邦研修以降の活動はインドネシア側機関主導で実施

されており、JICA 専門家（長期及び短期専門家）が側面支援を行いながら、必要に応じて技

術的支援を行っている。また、特にプロジェクト活動費に関しても、プロジェクトは持続性

を念頭に、プロジェクト期間終了後にルーチンの活動となるものについては、インドネシア

側機関の負担で実施されてきた。これにより、予算執行の遅れのために活動の遅延が発生し

たこともあったが、そのような状況にインドネシア実施機関、JICA 専門家が協力して対応し

たことも、将来のさらなる自立性の強化に資する経験となったものと考えられる。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 妥当性 

以下に示す理由から、プロジェクトの妥当性は中間レビュー時点で高く維持されている。 

（1） インドネシアにおける保健政策及びターゲットグループのニーズ、日本の援助方針とプロ

ジェクト目標の一致性 

2012 年 4 月〜5 月に実施された事前評価で確認されたインドネシア保健政策及びターゲッ

トグループのニーズ、日本の援助政策とプロジェクト目標の一致性に関して、本プロジェク

トの妥当性を損ねるような政策の変更やニーズの変化等は認められず、その一致性は中間レ

ビュー時点においても維持されている。 

具体的には、保健省は保健人材のなかでも特に患者に接する機会の多い看護師の能力強化

を医療サービス向上の重要な手法ととらえ、看護師登録証（Registration of nurses：STR）の

有効期限の設定（5 年）及び更新のための継続研修の義務化など、政策的努力を行っている。

また、効果的な継続教育システムの確立に向けて、プロジェクトではコンピテンシーに基づ

いた人材育成のコンセプトを取り入れたラダーシステムの構築をめざしており、保健省はプ

ロジェクトで作成する「ラダーシステム国家ガイドライン」を 2015 年中に大臣令とすること

をめざしている。これらのことはプロジェクトの妥当性をさらに高めている。 

また、保健省は病院機能の国際標準化を強く推進しており、7 州のクラス A 病院は病院施

設が国際病院評価機構（Joint Commission International：JCI）の認証を 2014 年までに取得す

る取り組みを行ってきた。その他の病院も JCI を含む国際標準の認証取得を推奨している。

JCI の認証のための評価項目は、患者に対する医療サービスに関するものと、医療機関の管

理に関するものに大別され、医療機関の管理基準の中に看護師を含む職員の資格及び教育が

含まれている。したがって、インドネシアの病院は継続教育の実施体制の整備やコンピテン

シーに基づいた効果的な研修を行うことが求められることになった。 

日本では、2012 年の対インドネシア共和国国別援助方針で、「アジア地域及び国際社会へ

の課題への対応能力向上のための支援」を重点分野の 1 つと位置づけており、本プロジェク

トにおいても、同戦略のなかで、保健人材の国際化が進む今日において、インドネシアにお

ける国際的な基準を意識した看護師育成を支援している。 

 

（2） 実施方法の適切性 

1） 本プロジェクトで採用した支援アプローチの適切性 

インドネシアでは看護師養成施設の増加や雇用拡大等により全体数は充足傾向にある

ものの、看護実践能力の向上が課題として指摘されていた。看護師の能力を適切に評価す

る仕組みは十分に整備されておらず、また、能力向上のための研修プログラムは多数実施

されていたものの、研修内容が対象者のコンピテンシーに即した設定とはなっていないな

どの問題も確認されていた。 

このような状況の下、プロジェクトは、既に PPNI が枠組みを作成していたラダーシス

テムに日本で実施されているラダーシステムに関する知見に基づいた改良を加える（成果

1）とともに、ラダーシステムに連動した形で対象者の能力に基づいた研修プログラムを

強化（成果 2）し、セミナーやワークショップを通じてプロジェクトの対象以外の病院へ
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普及させる（成果 3）ことにより、継続教育システムの強化を図る（プロジェクト目標）

ことをめざしている。プロジェクトは保健省、教育機関（大学及び専門学校）、病院が協

力して継続教育システムづくりを行っており、政策、理論、実践を担当する機関が有機的

に連動したインドネシア側実施体制となっていることから、適用性、実施可能性の高い継

続教育システムづくりが可能となる。以上のことから、インドネシアの看護師の看護実践

能力強化を実現するための支援アプローチとしての適切性は高い。 

2） ジェンダーや民族、社会的階層、環境等に対する配慮 

本プロジェクトを実施するうえで、ジェンダーや民族、社会的階層、環境等に対して特

別な配慮が必要となる活動はない。 

 

４－２ 有効性 

以下の理由から、プロジェクトの有効性はおおむね高い。 

（1）プロジェクト目標の達成見込み 

本プロジェクトは、インドネシアの看護師能力強化の方針や病院等の環境に沿った継続教

育の実施体制の強化をめざしている。そのため、「プロジェクト目標の達成度」の項で示した

とおり、本邦研修が実施された後は、インドネシア側機関が主導となり、ラダーシステムの

強化やカリキュラム・教材開発を実施してきている。また、これらの作業は政策決定機関、

研究・教育機関、臨床機関が協力して実施しており、臨床機関は特に、規模や歴史、種類（公

立病院、大学病院、民間病院）が異なる。このような環境、条件でプロジェクト活動を実施

することで、適用性、実行可能性の高い継続教育の実施体制の強化が期待できる。 

「妥当性」の項でも示したとおり、ラダーシステムの導入・運用に関しては政策的な追い

風もあり、進捗の差はありながらもすべてのパイロット病院で導入が開始されている。また、

パイロット病院以外でも「ラダーシステム国家ガイドライン」（暫定版）に基づいて多くの病

院で導入されており、パイロット病院や大学が研修やワークショップを提供するなど、活動

の広がりも認められている。看護師の能力アセスメントや実際の運用に対するモニタリング

結果に基づいたガイドラインの改定を予定しているが、計画どおりにプロジェクト活動が進

捗すれば、ラダーシステムの確立（成果 1）及びプロジェクトの経験の対象地域以外への共

有（成果 3）はおおむね達成できることが見込まれる。 

研修カリキュラム・教材開発（成果 2）に関しては、中間レビュー時点においてプロジェ

クトで対象とする 4 つのテーマの開発作業が最終化の段階に到達しており、現在は 2014 年度

中に完成予定であった教材の開発に取り組んでいる。中間レビュー以降は研修トレーナーの

養成を経て、ラダーシステムに連動した形での実際の研修を実施し、プロジェクト期間終了

までに研修の評価結果に基づいた内容の改訂を行うことを予定している。しかしながら、2015

年はミレニアム開発目標（MDGs）の最終年であり、インドネシアでは MDG 指標の達成に

向けた活動の強化が大方針として示されている。これを受けて、災害看護/クリティカル・ケ

ア/救急看護のカリキュラム開発を担当している BPPSDMK の公務員教育研修局は 2015 年度

予算を MDG 指標達成のための活動に大きく振り分ける方針を示しており、中間レビュー以

降に予定されている災害看護/クリティカル・ケア/救急看護のカリキュラムと教材の標準化

と研修トレーナーの養成、実際の研修の実施と評価、改訂等の活動が停滞する可能性がある。

一方で、大学や病院でのインタビュー調査では災害看護のカリキュラム及び教材開発のニー
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ズが高く、関連する活動が着実に実施されることが望ましい。 

インドネシア側ステークホルダー（実施機関、関連機関）は多く、連絡調整等に苦慮する

ケースもあった。また、プロジェクトは将来の持続性を強く意識し、日本・インドネシア国

側機関双方は、明確なコストシェアの下でプロジェクト活動を進めている。インドネシアで

のプロジェクト活動に対し、JICA 専門家はインドネシア側機関の主体性を重視し側面支援に

徹しており、連絡調整や予算確保、活動のスケジュール管理等に関してもインドネシア側機

関が試行錯誤を繰り返し、プロジェクト活動を実施してきている。そのため、プロジェクト

活動は一部の活動に一定の遅れも認められるものの、インドネシア側機関はプロジェクト運

営管理に関して多くの知見・経験を得たことで、政策実行に向けた組織機能強化、人材育成、

ネットワーク構築が着実に図られていると考えられる。 

このように、プロジェクトはいくつかの困難を抱えながらも、インドネシア側機関の強い

オーナーシップの下でプロジェクト活動が進められてきた。活動予算等の不確定事項もあり、

中間レビュー時点でプロジェクト目標の達成見込みを予測することは困難であるが、今後の

プロジェクト活動が計画どおりに進捗すれば、プロジェクト期間終了までに適用性、実行可

能性の高い継続教育システムの構築と、インドネシア側機関の機能強化は一定程度期待でき

る。 

 

（2）成果及びプロジェクト目標達成のための外部条件 

1） 成果達成のための外部条件「国家保健政策の変更がプロジェクトの枠組みに甚大な影響

を及ぼさない。」の現状 

中間レビュー時点までにプロジェクトの枠組みに負の影響を及ぼすような変更は生じ

ていない。しかしながら、現在、保健省内の組織改編が予定されており、プロジェクトの

実施機関である BPPSDMK、BUK ともに関連部局の統廃合の可能性が示唆されている。し

たがって、もしプロジェクトに直接かかわっている部局が統廃合の影響を受けた場合は、

プロジェクトは予算も含めたプロジェクト活動への影響の有無を確認するとともに、計画

した活動を確実に実施できるような実施体制の再構築を早急に検討することが求められ

る。 

2） プロジェクト目標達成のための外部条件「プロジェクトの継続性に影響を及ぼすような

C/P 及びワーキンググループメンバーの交代がない。」の現状 

2014 年 11 月の新政権発足の前後に人事異動が行われ、プロジェクト・ダイレクターと

プロジェクト・マネジャーが交代し、また、幾つかの病院では看護を担当する副院長の交

代も起っているが、インドネシア側は継続してコミットメントを維持しており、中間レビ

ュー時点ではプロジェクトの継続性を阻害するような影響は生じていない。 

また、2015 年には複数の大学で学部長選挙が予定されているため、人事異動による状況

の変化は注視する必要がある。 

 

（3）有効性への促進要因 

インドネシア側機関の本プロジェクトに対するオーナーシップは高く、特に各組織の意思

決定者レベルの大きなコミットメントが得られている。このことが、インドネシア側機関の

主体的なプロジェクト活動の実施に加えて、共同事業としての理想的な経費負担に大きく貢
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献していると考えられる。 

ファトゥマワティ病院は 2007 年から看護師ラダーシステムを導入しており、本プロジェ

クトのなかで他の病院の参考施設として機能している。このことは、本プロジェクトの円滑

な導入に貢献したとともに、中間レビュー以降もその経験を引き続き共有することが期待さ

れている。 

「妥当性」の項で示した保健省による看護実践能力強化に向けた政策努力は本プロジェク

トの妥当性を高めただけでなく、ラダーシステムの導入や研修カリキュラム及び教材開発、

普及のための活動を推進するための大きな追い風となっている。 

 

（4）有効性に対する阻害要因 

ラダーシステムは看護師の能力強化のために導入されたシステムであり、病院等ではラダ

ーシステムがどのように継続教育の強化に活用できるかに関する共通認識の獲得が、プロジ

ェクト形成時に十分なされていなかったために、ラダーシステムの実施を意識した研修カリ

キュラム作成を行えないケースもあった。中間レビュー以降もプロジェクトは各レベルで共

通認識を得るための努力を継続することが望まれる。 

インドネシアに派遣された JICA 短期専門家による技術移転において、インドネシア語−日

本語の通訳を要する場合があった。これは英語でのコミュニケーションが困難なインドネシ

ア人、JICA 専門家に配慮したものであるが、医療分野の技術指導を正確な日本語で通訳でき

る人材の確保は困難であり、円滑な技術指導が実施できないことがあった。このことはプロ

ジェクトの有効性を一定程度阻害したと考えられる。 

 

（5）その他 

本邦研修の際、さまざまな制約により、テキストのなかで英語またはインドネシア語に翻

訳して配付できないものがあった。 

 

４－３ 効率性 

内外の要因により効率的なプロジェクトの進捗が一部阻害されたため、プロジェクトの効率性

は中程度である。 

（1）プロジェクト活動の進捗管理 

プロジェクトは 2012 年 10 月に開始され、業務調整/研修管理専門家が 2012 年 12 月に着任

した後、プロジェクト事務所のセットアップやインドネシア側機関を含めたプロジェクト実

施体制の構築が行われた。しかしながら、チーフ・アドバイザー（JICA 専門家）が着任した

のはプロジェクト開始後 11 カ月後となり、それ以降本格的なプロジェクト活動が開始され

た。特にプロジェクト開始後早期に実施予定であったベースライン調査は諸事情によりチー

フ・アドバイザーの着任後に実施することとなり、調査内容や実施方法の作成、保健省内の

承認プロセスを経て、実際に調査が開始されたのが 2014 年 1 月となった。また、フィールド

調査の外部委託機関の問題も生じ、効果的なベースライン調査とはならなかった（詳細は後

述する）。 

プロジェクト活動は活動計画（Plan of Operations：PO）や年次計画に沿って行われ、活動

に対して必要な専門性を有する短期専門家が派遣されたが、必ずしも必要なタイミングで実
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現できず、活動が数カ月遅れるケースがあった。また、C/P の求める期間の派遣がなされな

いケースがあった。 

インドネシア側はプロジェクトに対して強い財政的コミットメントを発揮しており、持続

性の観点からも理想的なコストシェアがなされている。しかしながら、2014 年には、保健省

のプロジェクト活動に対する予算に対して承認が得られていたものの、執行許可が下りない

事態が発生し、一部のプロジェクト活動が数カ月遅延したケースがあった。 

このように、いくつかのプロジェクト活動で内外の要因による遅延が認められたものの、

その他のプロジェクト活動はできる限り予定どおり実施された。病院におけるラダーシステ

ム導入等は病院間の進捗の差はあるものの、おおむね期待以上の進捗が得られている。 

以上のことから、中間レビューまでのプロジェクト全体の進捗は、プロジェクト開始時の

計画からは一定の遅れが認められるが、プロジェクト後半で調整が可能と考えられる。特に

中間レビュー以降は国家ガイドラインに基づいたラダーシステムの導入とモニタリング、開

発・改訂されたカリキュラム・教材を用いた研修の実施と評価、改善など重要な活動が予定

され、これ以上の遅延はプロジェクト目標達成に支障を与える可能性がある。したがってプ

ロジェクトは詳細な活動計画に基づいた予算計画、専門家派遣計画を作成するとともに、日

本側の JICA 及び国内支援委員会などの支援機関も含め、効果的・効率的な専門家投入に向

けた協力を強化することが必要である。 

 

（2）提供された機器及び材料の有効利用 

プロジェクトの実施機関である 5 つの大学にシミュレーター等の研修用機材が購入され、

中間レビュー時点では漸次搬入、検収作業が行われている。これらの機材は、研修カリキュ

ラム・教材開発が終了した後、実際の研修時に使用される予定である。 

 

（3）本邦研修で獲得した知識・技能の有効利用 

中間レビューまでに 4 回の本邦研修〔継続教育システム、災害看護（H.E.L.P.）、カリキュ

ラム開発（救急・災害看護、クリティカルケア分野）及びカリキュラム開発（老年看護）〕が

実施され、合計 65 名が参加した。 

研修から帰国した後は、日本滞在中に作成した活動計画に沿って、JICA 専門家の側面指導

の下、インドネシア側機関が主導となってプロジェクト活動が実施されており、本邦研修で

獲得した知識・技能はインドネシアでのプロジェクト活動の基礎、出発点として有効に活用

されている。 

 

（4）効率性に対する促進要因 

1） 国内でのスタディツアーの実施 

既に 2007 年からラダーシステムを導入していたファトゥマワティ病院にワーキンググ

ループメンバーがスタディツアーを行ったことで、インドネシア側 C/P のラダーシステム

に関する理解が容易となり、円滑なラダーシステムが可能となった。 

2） 大臣令としてのラダーシステムの標準化によるプロジェクト非対象の地域、施設、分野

への展開 

プロジェクトは、2015 年中にラダーシステムの導入から継続的な運用の基本を示した
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「ラダーシステム国家ガイドライン」の大臣令化をめざしている。保健省は看護師の継続

教育システム強化をめざしさまざまな政策的努力を行っているところ、看護師ラダーシス

テムが大臣令として発効されれば、インドネシア全土の病院で標準化されたラダーシステ

ムの基礎が示されたことになる。 

プロジェクトは成果 3 に基づいてさまざまな広報活動を実施しており、プロジェクトに

参加している大学やパイロット病院の幾つかでは、地域の病院による求めに応じてラダー

システム導入支援（セミナーやワークショップの実施等）を実施している。このことは現

在確認できる正のインパクトとして整理できる。 

また、保健省は医療従事者全体として継続教育システムの強化をめざしている。看護師

のラダーシステムが確立すれば、他の職種でのラダーシステム開発の参考となり得る。 

3） 看護人材育成に向けた関連組織ネットワークの構築 

保健省では、人材育成を包括的に担当する BPPSDMK と看護政策策定等を担当する BUK

が協働した経験は少ない。また、保健省と大学、病院に加え、職能団体である PPNI が協

力してプロジェクト活動を実施したことによって、継続教育システム強化のためのネット

ワークが構築されたと考えられる。今後もこのネットワークを通じて、他の課題について

も適宜連携して活動が実施されることが今後期待できる。 

 

（5）効率性に対する阻害要因 

「プロジェクトの進捗管理」で示したとおり、インドネシアにおけるラダーシステムの現

状に関するベースライン調査が実施されたのはプロジェクト開始から 1 年 3 カ月後の 2014

年 1 月となり、当初の予定から大きく遅延した。また、フィールド調査は現地コンサルタン

トに委託して実施されたが、履行内容の遵守や分析等を含む報告書の質の問題により遅延し、

調査報告書の完成は 2014 年 6 月となった。さらに、フィールド調査が実施されたころにはラ

ダーシステムの病院への導入に関するプロジェクト活動が既に実施されており、看護師のラ

ダーシステムに対する知識・認識や看護師の職務満足度に関する調査項目などはプロジェク

トによる介入のバイアスがかかった結果となった。 

プロジェクト期間のごく初期に実施される予定であったベースライン調査は、その後のプ

ロジェクト活動の基礎情報収集の側面を有しているが、調査・分析結果はラダーシステムの

導入に関する活動の実施方針の決定や、エンドライン調査結果との比較によるプロジェクト

介入効果測定に使用される目的を有していた。しかしながら、調査時期やプロジェクト活動

による結果に対するバイアス、報告書の質等の問題により、ベースライン調査が成果達成や

効果測定に効果的に活用できない事態となった。このことはベースライン調査にかけた人的

労力が膨大となったため、他の活動に影響を与えた。ただし、ベースライン調査の質問票は

インドネシア側機関が作成したため、その経験は中間レビュー以降に実施されるラダーシス

テムのモニタリングツール開発などに資するものと考えられる。 

 

４－４ インパクト 

プロジェクトの実施によって、以下に示す正のインパクトが確認または期待されている。 

（1）上位目標達成の可能性 

本プロジェクトでは、「看護師の実践能力向上のための継続教育システムが他地域に普及
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する。」をプロジェクト期間終了後 3～5 年のうちに達成するべき上位目標として設定してい

る。他地域への普及を念頭に、プロジェクトでは PDM の成果 3 で「プロジェクトの経験（成

果 1 及び 2）がプロジェクト対象地域以外の研修機関等関係者に共有される」ことを設定し

ている。他方、「妥当性」の項でも示したとおり、インドネシア政府は病院機能の標準化、機

能強化を重要視しており、すべての病院が国際病院評価機構（JCI）の認証を取得することと

している。また、病院機能の国際標準化に向けても、JCI の認証取得を推奨している。加え

て、本プロジェクトで作成した「ラダーシステム国家ガイドライン」（暫定版）が 2013 年に

保健省から発行されている。このような背景の下、インドネシアのすべての病院施設は継続

研修システムの導入を進める必要があり、既にプロジェクト対象機関以外の多くの病院で何

らかの形で導入が開始されている。 

このように、保健省をはじめとしたインドネシア側機関の本プロジェクトへのオーナーシ

ップは高く、プロジェクト成果の持続性を念頭に適切な費用分担をしながらプロジェクト活

動を進めるとともに、「ラダーシステム国家ガイドライン」を大臣令として発効させる準備を

進めているなど、プロジェクト活動成果の政策的裏づけを付与する努力を行っている。 

以上のことから、中間レビュー以降のプロジェクト活動が計画どおり進捗し、プロジェク

ト期間終了までに目標が達成すれば、上位目標の達成は大いに期待できる。しかしながら、

インドネシアは東西に広がる島嶼国であり、遠隔地、特にインドネシア東部にどのように導

入を進めるかについては、今後の検討課題であると考えられる。特に遠隔地への展開を見据

え、プロジェクトは効率的な継続教育システムの導入に向けて、ラダーシステムを活用した

継続教育実施体制をパッケージ化するとともに、必要なコスト分析（必要な講師人材や期間

なども含む）を行っておくことが望ましい。 

 

（2）その他の正のインパクト 

1） 看護師配置の適正化 

ラダーシステムのなかで、個々の看護師は求められる技能に応じた 5 段階のレベル分け

（PK I から PK V）が行われる。これにより PK レベルに応じて看護師の業務範囲が明確に

なり、レベルに応じた看護サービスや診療チームへの適切な看護師配置を行っている病院

があった。 

2） 大学での看護教育への影響 

老年看護分野はインドネシアにとって新しく、継続教育だけでなく看護教育機関での教

育も重要視されている分野である。中間レビューでのインタビューにおいて、プロジェク

トの継続教育向けの教材開発等で得られた知識等が大学での看護学部学生への教育に生

かされている事例が確認されている。継続教育と大学教育の内容の一致性が高まれば、卒

前教育から継続教育に至る一貫した看護人材養成が期待できる。 

また、マカッサルでは、修士課程の学生がラダーシステムの研究を通じ、所属病院でラ

ダーシステムを普及するという事例もみられた。 

3） 保健センター（プスケスマス）の看護師、助産師に対するラダーシステム開発 

保健省では 2014 年から開始された医療保険制度の導入に伴い、その成否を左右する要

素の 1 つとして、プスケスマスの看護師の質の向上を重要視している。BUK はプロジェク

トが進めている病院における看護師のラダーシステムの開発手法を活用し、プスケスマス
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の看護師及び助産師のラダーシステムの開発を開始している。同システムが開発、適用さ

れれば、地域保健の強化にも一定の貢献が期待できる。 

 

（4）負のインパクト  

本プロジェクトの実施に起因する負のインパクトは、中間レビュー時点において確認され

ない。 

 

４－５ 持続性 

プロジェクトによって生み出された便益の自立発展、自己展開は中間レビュー時点においても

一定程度見込まれる。 

（1）政策的、制度的側面 

「妥当性」及び「インパクト」の項で示したとおり、保健省は病院機能強化や看護実践能

力強化に向けた政策的努力を精力的に実施しており、中間レビュー以降だけでなく、プロジ

ェクト期間終了後も継続される見込みは高い。また、2014 年にはインドネシアで初めて看護

法が施行され、継続教育の重要性に関する政策的裏づけが得られている。看護法は具体的に、

医療施設の長またはマネジャーは、看護師が能力強化に向けた継続教育を受けることを手助

けするべきであることをうたっている。国家公務員強化官僚改革省もラダーシステムと給与

システムとの連動に関心を示し、保健省と対話を開始している。これが実現すれば、継続教

育システムの持続性はさらに強化されるものと考えられる。さらに、「インパクト」の項でも

示したとおり、本プロジェクトを通して保健省、大学、病院のネットワークが構築され、今

後の政策策定や実施に向けた実施体制が確立したと考えられる。したがって、政策・制度面

での持続性はおおむね期待できる。 

他方、「有効性」の項で示したとおり、病院などの一部の関係者ではラダーシステムが研

修実施体制の強化に活用できるという理解が十分でない場合もあり、プロジェクトは病院に

よる研修に連動したラダーシステムの導入・運用には十分注意を払う必要がある。 

 

（2）財政的側面 

「有効性」の項でも示したとおり、プロジェクトは将来の持続性を強く意識し、日本側・

インドネシア側機関双方は、明確なコストシェアの下でプロジェクト活動を進めている。具

体的には、日本側は会議やワークショップの開催費や旅費交通費、印刷費等の一部を負担す

るのみで、その他の項目はインドネシア側の負担によって実施されている。 

このような明確な費用分担を進めてきたことによって、活動が遅延したこともあったが、

これらの経験を通して単に財政的持続性が期待されるだけではなく、予算確保に向けた積算

や他の業務等の調整等のノウハウも蓄積したと考えられる。したがって、財政面での持続性

も一定程度期待できる。 

 

（3）技術的側面 

上述のとおり、プロジェクトは技術的観点でもインドネシア側機関の持続性を念頭に置い

た活動を継続しており、本邦研修で獲得した基本知識に基づいて、インドネシアではインド

ネシア側機関が現状、環境に応じたラダーシステムや研修カリキュラム・教材開発を進めて
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いる。また、活動テーマごとにワーキンググループが組織されており、技術的な検討を行う

ための基盤も確立されている。ラダーシステムに関しては、中間レビューまでに各パイロッ

ト病院で大学等の協力を得ながら、「ラダーシステム国家ガイドライン」（暫定版）を基に独

自のガイドラインを作成し、段階的に導入を進めている。 

このように技術的持続性も一定程度期待できるが、前述のとおり老年看護はインドネシア

で比較的新しい分野であることから、中間レビュー以降に本格的に実施されるカリキュラ

ム・教材開発では必要に応じて JICA 専門家の投入を効果的に行い、プロジェクト期間終了

までに一定の技術レベルに到達できるよう特に配慮する必要がある。 

 

（4）総合的持続性 

中間レビュー時点でプロジェクト期間終了後の持続性を予測するには限界があるが、本プ

ロジェクトの持続性は一定程度見込まれる。 

 

４－６ 結論 

評価 5 項目による分析結果から、2015 年 2 月の中間レビュー実施段階で、本プロジェクトは期

待される進捗状況にあり、今後、プロジェクト期間でのプロジェクト目標を達成する見込みは高

いと判断される。インドネシア側の主体性と活動に対する高いコミットメントから、5 大学、9

パイロット病院におけるラダーシステム導入や対象領域のカリキュラムの作成が進められてい

る。 

インドネシアのニーズや政策、日本の援助方針と照らしても、妥当性、有効性、効率性につい

ては、いずれも高い。インドネシアの看護法等の法整備が進んでいること、本プロジェクトの活

動がインドネシア側のコストシェアで進められていることをかんがみて、現時点における持続性

の評価も高い。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

（1）PDM の見直しと修正 

評価チームはプロジェクトに対し、次回 JCC で PDM を見直し、プロジェクトのコンセプ

トをより明確にするような修正を行うことを提言する。 

見直し箇所の要点は以下のとおりである。 

1） プロジェクト目標の指標 1 

ベースライン調査では調査対象を無作為抽出で選定していなかったため、統計学的比較

優位性検証のためにはエンドライン調査の対象はベースライン調査と同じ対象とする必

要がある。そのため、エンドライン調査時のサンプリング方法もデザインし直す必要があ

る。 

指標の目標値の変化についても見直し、必要に応じて再定義することが提言される。 

また、患者満足度調査はエンドライン調査の質問票から削除することを提案する。同指

標が必要と判断される場合においても、各病院が実施している調査結果を参照できる。こ

れは、ラダーシステムの導入は患者満足度に直接的な影響を及ぼすものではなく、エンド

ライン調査においてそれらの関連性を結論づけることは困難であると判断されるからで

ある。 

2） プロジェクト目標の指標 2 

プロジェクト目標の指標 2 をより明確にするため、「看護師登録更新に必要な 25 単位に

整合させて中央レベルで既存カリキュラムや教材の改善を行う」は「プロジェクト対象の

大学により提供された、第三者機関の資格要件を満たした継続教育研修コースの数」に修

正されることを提案する。 

3） 成果 2 のカリキュラム開発にかかわる表現 

災害看護のコンセプトは老年看護よりも古くからある看護領域であり、老年看護はイン

ドネシアの看護教育でもいまだ新規の分野として認識される。かかる状況の下、プロジェ

クトも災害看護カリキュラムはプロジェクトで改訂を行っているのに対し、老年看護はカ

リキュラムを新規に開発している。このようなプロセスの違いを明確にするため、指標 2

は「災害看護で開発された、及び災害看護/クリティカル・ケア/救急看護で改訂されたカ

リキュラムの数」とすることが提言される。 

4） プロジェクト目標に対するもう 1 つの指標 

2015 年に大臣令として発行されることが期待されるガイドラインに従い、プロジェクト

では、コンピテンシー・アセスメントやモニタリング評価の規定の適用等をプロジェクト

の後半で支援する予定がある。加えて、ラダーシステムの導入後のコンピテンシー・アセ

スメントやモニタリング結果を反映したガイドラインの改定案が作成されたのち、保健省

がそのドラフトを各パイロット病院に配付することが活動として計画されており、プロジ

ェクト目標の継続教育システムの強化の指標として、改定案が配付された病院の数を指標

として追加することが推奨される。 

5） ラダーシステムの導入の定義（上位目標の指標 1 と成果 1 の指標 1-1 他） 

病院がラダーシステムを導入したか否かを測定する基準について、明確に定義すること
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を提言する。「ラダーシステムの導入」の状態に関する明確な定義に基づき、指標やその

目標値についても見直し、必要に応じて改訂することが求められる。 

6） ラダーシステムに関連したセミナーやワークショップの定義（成果 3） 

ラダーシステムに関連したイベントに参加した病院の数について、どのようなセミナー

やワークショップがラダーシステムに関連したイベントとしてカウントされるのか明確

に定義することを提言する。例えば、国家レベルのセミナーだけとするのか、パイロット

病院や大学等を含むすべての団体によるセミナーやワークショップも含めるのかという

点である。パイロット病院や大学によるセミナー、ワークショップを含める場合は、イベ

ント参加者に関するデータは終了時評価まで慎重にレビューし、終了時評価まで慎重に記

録しておく必要がある。 

7） 調査及び指標 2－3（成果 2） 

KAP 調査は成果 2 の指標 2-3 を測定するものとして実施されるよう計画されていたが、

成果 2 の指標ではなく、活動 2-7 の一環として実施されることが望ましい。 

8） 継続教育（Continuous Professional Development：CPD） 

インドネシアの C/P では継続教育の表現として「現任教育（in-service training）」よりも

「CPD」の方がより適切な認識を得る表現ぶりであるため、認識の誤りを最小にするため

に PDM の標記を in-service training から CPD に置き換えることを提言する。 

 

（2）定例会合の開催について 

本プロジェクトは関係機関も多岐にわたっていることから、進捗に関する情報共有が重要

である。特に今後プロジェクト終了に向け、活動も加速化されていくことから、当初決めた

とおり、中央か地方レベルかは問わないが、関係者間の進捗確認・情報共有のためのミーテ

ィングを、月 1 回をめどに開催することが推奨される。 

 

（3）プロジェクトの展開に向けて 

プロジェクト終了後、特に遠隔地への展開を見据え、プロジェクトは効率的な継続教育シ

ステムの導入に向けて、ラダーシステムに連動した継続教育実施体制をパッケージ化すると

ともに、必要なコスト分析（必要な講師人材や期間なども含む）を行っておくことが望まし

い。 

 

５－２ 教訓 

（1） ベースライン調査はプロジェクト開始後できるだけ早期、理想的にはプロジェクトの立ち

上げ時に実施されることが望ましい。したがって、プロジェクトデザインの段階では、専門

家派遣時期等を含め、さまざまな遅延をできるだけ想定に含めた活動計画とし、プロジェク

ト活動が計画どおりに実施されるよう配慮が必要である。 

 

（2） 調査に関して外部コンサルタントを活用する場合は、調査の質を担保するため、プロジェ

クトはコンサルタントの調査能力を考慮して適切なデータ収集や分析方法を設定するととも

に、必要に応じて統計学や疫学の専門性を有する短期専門家派遣のタイミングや派遣期間を

考慮する必要がある。 
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（3） 本プロジェクトでは、プロジェクト活動に対するコストシェアリングが適切に実施されて

おり、他プロジェクトの参考事例となるものである。 

 

（4） 看護継続教育を促進させるためには、組織や省をまたいだ協働が必要である。プロジェク

ト活動ごとの作業部会の形成はさまざまな組織的背景を有する個人、組織を効果的に連携さ

せるためには有効なアプローチである。 
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第６章 総括と技術参与所感 
 

６－１ 総括 

JICA 人間開発部保健第二グループ保健第三チーム課長 吉田 友哉 

本プロジェクトは、保健省に加え 5 大学、9 病院を実質的な C/P としており、関係者間での調

整が必要となっているが今回の中間評価においては、先方関係者、専門家、国内支援委員を含む

日本側関係者との意思疎通については問題なく実施されていることが確認できた。関係者の努力

に感謝したい。またワーキンググループを結成し各関係組織からメンバーを集め検討を進める方

法も有効であった。しかしそれでも拠点・関係者が多いということもあり、さらなる情報共有を

行うために定期的な会合（中央・地方問わず）の頻度を上げるよう提言を行った。このことによ

りさらなる円滑なプロジェクト運営となることが期待される。 

インドネシア側のコミットメントは高く、地方から JCC に参加するための旅費を負担するなど

コストシェアも進んでいる。このインドネシア側のオーナーシップを高める形で、チーフアドバ

イザー及び業務調整/研修管理の 2 名の専門家も適切な支援をしており、効果的な協力が実施され

ている様子がうかがえた。プロジェクト後半においても、インドネシア側のオーナーシップを尊

重しつつ、活動を進めていくことが期待される。 

中間段階においては、活動によって差はあるものの、おおむね期待される進捗がなされている

ことが確認できた。進んでいる活動についてはさらに進め、遅れている活動についてはプロジェ

クト終了に向けて適切に進めていく必要がある。特に、後半になるとプロジェクトの成果を終了

後に国内にどのように還元していくのか、先方とよく相談していく必要もある。既に一部成果に

ついては波及的な効果も表れているところ、こうした事例も参照にして成果の波及についてイン

ドネシア側と対話をしていく必要性を感じた。本部からも、事務所とともにこうした対話に積極

的に参加し、専門家を支援していく予定である。 

 

６－２ 技術参与所感（看護教育） 

国立看護大学校長 田村 やよひ 

3 日間という短期間の中間レビューへの参加であったが、2013 年 9 月の第 1 回 JCC に参加した

ときの印象と同様に、インドネシア保健省の本プロジェクトへの深いコミットメントとワーキン

ググループ（WG）メンバーの熱意を十分に感じることができた。もちろん 2 名の長期専門家、

日本赤十字九州国際看護大学を中心とした多くの短期専門家の活躍、研修受入機関の協力につい

てはここに記すまでもなかろう。今後もプロジェクト目標達成に向けて、成果 1、2、3 ともに順

調に取り組みがなされることを期待する。特に、キャリア・ラダーと開発中のカリキュラムを含

む継続教育が看護法、大臣令、報酬制度などによって有機的に結びつけられるようになれば、イ

ンドネシアの看護師の質は大きく向上するに違いないと確信する。 

今回の会議を通じて、WG では極めて熱心にカリキュラム開発に取り組んでいる姿にふれ、イ

ンドネシア看護界の高い学習ニーズと力強いエネルギーを感じた。WG で取り組んでいるカリキ

ュラムは老年看護も含めてプロジェクト期間中には開発されると見込まれるが、そのカリキュラ

ムが臨床現場で実際に継続教育に用いられ、その知識・技術をもった看護師がキャリア・ラダー

の各段階に位置づけられてキャリア開発が進むようになるまでには、まだ相当の時間と多様な関

係者の努力が必要と考えられる。プロジェクトではこのプロセスを丁寧にフォローしていくこと
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が必要である。なお、既にできあがっている救急看護のカリキュラムは教育に 3 カ月を要する内

容であり、インドネシア看護師から実際の運用が困難との意見があった。継続教育では臨床現場

の負担が大きくては実行されにくいことは明らかである。臨床の負担を少なくするよう、いくつ

かの学習内容に分割して短期間での実施を積み重ねる方法も検討する必要があろう。 

WG の副次的な影響として、老年看護の WG メンバーが所属するある大学においては、学部学

生の教育にも影響を与えているとの情報も得られた。高齢者が増加する将来を見据えて、5 大学

のすべて、やがてインドネシア全土の看護教育で老年看護学が教授される日が来ることを期待し

たい。 

2014 年 10 月に制定された「看護法」第 53 条には、看護の専門性向上に向けてヘルスケア施設

の設置者、管理者は看護師に継続教育を受けさせねばならないと規定されている。看護法の関係

省令の制定は今後であるが、継続教育だけでなく看護基礎教育も含めてこの法律に基づく今後の

インドネシアの展開は大変興味深い。プロジェクトでは法令の施行状況もしっかりと視野に入れ

つつ活動を展開していただきたいと願っている。 

 

６－３ 技術参与所感（保健人材） 

国立国際医療研究センター国際医療協力局 運営企画部長 仲佐 保 

インドネシアでは、提供される医療サービスの量・質の改善や経済成長等に伴い、乳児死亡率

など健康指標の改善がみられてきている。その一方で、都市部と地方部の格差の拡大や、疾病構

造の変化、今後予測される高齢化、家族看護の弱体化、保健医療サービスの提供及び教育におけ

る民間機関の役割の増大など、新たな課題に対応できる体制構築が必要となってきている。本プ

ロジェクトの目標は、「対象地域において看護師の実践能力向上のための継続研修システムが強化

される」ことであり、そのために看護師のキャリアラダーシステムの構築、これに連動した形の

質の伴った研修システムを構築することである。 

質の高いサービスを提供するために保健人材開発のシステムを強化することが重要であり、イ

ンドネシアの状況としても、システム自体は整っているものの、母子保健に関しては質の高いサ

ービス提供が末梢まで提供しきれていないため、母子保健関連の指標である乳幼児死亡、妊産婦

死亡とも高く、国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成も難しい状況であり、その最大の原因

が、保健人材、特に看護人材の質の問題であるといえる。また、ASEAN 地域の経済連携（AEC）

における保健医療人材の域内での相互交流のために、2015 年までに各国における看護人材育成シ

ステムの確立を整備することが求められており、本プロジェクトの役割が大きくなった。 

本プロジェクトでは、成果 1 として、「保健省に承認されたパイロット病院において、キャリ

ア開発ラダーシステムが導入される。」であるが、すべての対象病院（開院されていない 1 病院を

除き、8 病院）でラダーシステムは導入された。2014 年 10 月には、看護法も制定され、このなか

でもラダーシステムが位置づけられている。AEC の動きが、本成果 1 の達成の促進要因になって

いるとともに、保健省、大学、病院らの C/P の本プロジェクトの主体的かつ自立的な動きが貢献

している。成果 2 は、「対象分野の分野別院内教育研修プログラムが看護師登録の更新に必要な単

位を取得できる研修として認定されるように強化される」であるが、今後、ラダーシステムに連

動した形での研修を実施することが予定されているが、成果 1 と 2 の連携を進めることが課題で

ある。成果 3 に関しては、保健省として本ラダーシステムに関して 14 のトップレベルの主要病院、

100 の主幹病院での導入を進めることを表明しており、今後期待できる。 
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課題：インドネシア側としてのコミットメントも強く、人材育成としてのシステムとしては確

立すると考えられるが、実際の研修の実施をモニター評価し、看護職員の真の質の向上をめざす

べきである。 

 

６－４ 技術参与所感（看護行政） 

調査団技術参与 関 育子 

はじめに 

本調査は、プロジェクト開始から 2 年 4 カ月を経過した時点の活動をレビューするものであっ

た。調査期間を通して保健省、看護協会及び活動対象機関の 5 大学 9 病院のうちの 3 大学 4 病院

を訪問し、そのなかの 1 大学・2 病院を見学した。この経緯を通してプロジェクトとインドネシ

アのナースの現状の一端にふれ、また、本プロジェクトの特徴である多機関にわたる C/P グルー

プやメンバーとの出会いは活動の実際を知るうえで貴重な機会となった。以下に評価レビューで

示された当事者の意見及び現場の見学による所感と、今後の課題について述べる。 

 

（1）プロジェクト活動のワーキンググループの反応 

調査はいずれも 2 対 2。5 時間のインタビューによって行われた。各機関では 10 人余のワ

ーキンググループメンバーが参集し、パワーポイントによるプレゼンテーション、報告レポ

ート、成果物（ガイドライン・ポートフォリオ等）を用意し調査チームを待っていた。 

病院の報告によると、ナースの能力評価の必要性を感じていたところに、タイムリーにラ

ダーシステムが導入され、独自のマニュアルを作成し、ナースのキャリア段階の評価（PK

レベル）を開始し、一部では報酬を連動させているところがある。ラダーシステムのメリッ

トには、適正な人員配置、ケアの質向上、患者満足度、病院経営への貢献、ナースの学習意

欲向上、ナース自身のキャリアパスの認識等が挙げられた。 

インタビューでは、積極的な活動への取り組みや熱意が感じとられ、また JICA への感謝

と期待が表明され、所要時間は不足がちであった。今後の課題はラダーに基づくナースの評

価者育成の研修が挙げられた。しかし、現場で多数を占める旧カリキュラム（高等学校の看

護教育課程）の卒業者はラダーシステムの適用外とされるが、ケアの質の向上のためには、

何らかの形でラダーに組み込めるような救済措置が必要と思われる。 

他方、カリキュラム開発に取り組む大学では、成果が学部教育にも反映することから、プ

ロジェクト活動は有意義と考えられており、老年看護、災害看護のカリキュラム開発に着手

しているが、理論や方向づけに関して短期専門家の指導を受けながら作業を進めたいとの強

い希望が出された。インドネシアの看護を牽引するインドネシア大学の看護学部では各領域

のカリキュラム開発に関連する専門家のニーズは非常に高い。 

 

（2）インドネシアの看護とプロジェクトをとりまく環境 

インドネシアの看護政策としてラダーシステムの導入は、全対象病院で大きな勢いで進展

している。その背景にはインドネシア国内では 2014 年 10 月の看護法の施行、準備中の大臣

令（ラダーシステム）、医療機関内の看護委員会の設置等の政策、1998 年以降の高等学校看

護師課程（D1・2）の終了・学士課程看護師の養成強化、国際基準の看護師教育、経営に直
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結する病院ランクの認定などの多様な要因がうかがわれる。また、病院とナース側にも教育

背景による看護師のキャリア分類、報酬と連動させた看護実践能力・評価、能力強化のため

のインサービストレーニングの制度化などの内的な活動促進の要因がある。プロジェクト活

動は、看護をとりまくこのような外的・内的要因とともに相乗効果を生み、加速的に進展し

ていると思われる。 

一方、2015 年の創設をめざす ASEAN 共同体の構想と関連して、インドネシアでも 2014

年度は看護及び看護師の政策・規定等の検討が一層進展すると予測されるが、推進の要因が

継続するとは言い切れず、現在の活動のあり方が今後のプロジェクト活動に影響する可能性

があるので、より一層の活動支援が必要と思われる。 

特に、当プロジェクトの特徴は C/P が政府予算と人材を投入し、自らが、活動を計画し政

策を進める点において、開発途上国では希有なケースであり、大きな可能性を秘めている。

しかし、予算配分が活動の成果に直結するという、自立性が諸刃の剣となること、政府・大

学・病院・看護協会等の関係機関の多様性、今後創設される Nursing Council の役割、保健省

看護課の再編などの複雑な課題もあり、関係者の調整と情報共有を図りながら活動を進めて

いく必要がある。 

 

（3）インドネシアの看護実践能力とラダーの考え方 

「看護実践能力」は今回の調査対象外であるが、これを考えることは重要である。インド

ネシアにおける看護実践能力は、国際看護師協会（International Confederation of Nurses：ICN）

の、①専門的・倫理的・法的実践②ケア提供とマネジメント③専門性・個人的資質の開発（専

門性の推進、資質の向上、継続教育）の枠組みに基づいているようである。 

政府、インドネシア看護協会認定の 3～6 カ月間の研修プログラムは、座学中心に編成さ

れ、ケア提供の能力及びその評価方法には言及できなかった。また、同国では患者の入院に

家族が付き添い、身の回りの世話・日常生活の援助を担う文化があり、日本で働くインドネ

シア人ナースへのインタビューでは、排泄の介助や身体の清潔のケア等は家族が行うので、

臨床では実施の経験がないなど、ナースがケアを提供していない報告もある。今後この状況

を変えていくかどうかはわからないが、現状においては感染症の有無や重傷度に伴うケアの

難易度を考慮した患者・家族教育及び指導はナースの実践力評価に不可欠な要素と考える。

さらに、インドネシアの助産師は看護師と教育システム（ダイレクトエントリー）が異なる

ことから、ラダーの対象に該当せず、母子保健サービス人材の育成に関する今後の課題と思

われる。 

 

（4）今後の活動に向けて 

今回の調査を通じて下記のような提言をしたい。 

① 短期専門家の派遣時期、活動内容はプロジェクト内及び関係機関で十分な調整が必要で

ある。求められる領域は災害看護、老年看護、ラダー評価者養成である。 

② 活動の進捗を促進するため、インドネシアの地理的状況を考慮した、関係者間の定期的

な情報共有を図る。 

③ プロジェクト活動をモデルにした継続教育システムの地方波及の推進。 

④ 複合的視野に基づく、行政・関連機関との情報共有、連携・調整の強化。



 

 

 

 

 

 

 

 

付 属 資 料 
 
 
 

１．中間レビューミニッツ 

２．中間レビューの日程 

  



 

 



１．中間レビューミニッツ

－33－



－34－



－35－



－36－



－37－



－38－



－39－



－40－



－41－



－42－



－43－



－44－



－45－



－46－



－47－



－48－



－49－



－50－



－51－



－52－



－53－



－54－



－55－



－56－



－57－



－58－



－59－



－60－



－61－



－62－



－63－



－64－



－65－



－66－



－67－



－68－



－69－



－70－



－71－



－72－



－73－



－74－



－75－



－76－



－77－



－78－



－79－



－80－



－81－



－82－



－83－



－84－



－85－



－86－



－87－



－88－



－89－



－90－



－91－



－92－



－93－



－94－



－95－



－96－



－97－



－98－



－99－



－100－



－101－



－102－



－103－



－104－



別添１

調査団員

井上
JDS

（評価分析）

関

（看護行政）

菊池
JICA

（協力企画）

吉田
JICA

（団長/総括）

仲佐
NCGM

（看護人材）

橋本
NCGM

（看護）

山本
NCGM

（看護）

田村
NCN

（看護教育）

2月8日 日
【移動】シアトル
発⇒

2月9日 月 成田着

2月10日 火

9:00 JICAインドネシア事務所

午後 プロジェクトオフィス

2月12日 木 （保健人材開発・活用総局）

9:00 プルサハバタン病院

13:00 インドネシア看護協会

2月14日 土

2月15日 日

2月16日 月 9:00 北スマトラ大学

2月17日 火
【移動】羽田発 ⇒
マカッサル着

9:00 ハサヌディン大学

14:00 ワヒディン病院

【移動】羽田発 ⇒ ジャカルタ着

9:00 インドネシア大学 インドネシア大学

13:00 ファトゥマワティ病院

16:00 （保健人材開発・活用総局）

2月21日 土 13:00

午前
【移動】羽田発⇒
ジャカルタ着

午後

午前

午後

7::30

9:00 アンブハラ　ホテル

アンブハラ　ホテル

【移動】ジャカル
タ発 ⇒

10:00 羽田着

14:00

【移動】成田発⇒
シアトル着

オブザーバー

場所

【移動】羽田発 ⇒ ジャカルタ着 　

2月11日

2月13日 金
プルサハバタン病院　訪問

インドネシア看護協会　訪問

日程 時間

調査団員

木

水
JICAインドネシア事務所　訪問

プロジェクトオフィス（日本人長期専門家）　訪問

保健省（保健人材開発・活用総局、医療対策総局看護課）　訪問

金

（情報整理）

【移動】ジャカルタ発 ⇒ メダン着

北スマトラ大学　訪問
（北スマトラ大学にて、大学・大学病院、アダムマリク病院関係者と面
会）

【移動】
メダン発  ⇒ ジャカルタ着
ジャカルタ発 ⇒ マカッサル着

ハサヌディン大学　訪問
（ハサヌディン大学にて、大学、大学病院、ワヒディン病院関係者と面会）

【移動】マカッサル発  ⇒ ジャカルタ着

(団内協議)

ファトゥマワティ病院　訪問

団内協議　JICAインドネシア事務所

2月22日 日
(情報整理)

※MMドラフトを22日迄に、インドネシア側関係者（保健省、5大学、９病院）にメールで送付する

2月20日

保健省　訪問

在インドネシア日本大使館　調査結果報告

【移動】ジャカルタ発⇒

2月25日 水 9:00

中間レビュー調査の報告会及びMM署名式（インドネシア側の署名者は保健省のみ）

2月19日

（保健人材開発・活用総局）

羽田着

団内協議

2月27日 金

MM協議　（保健省のみ）

2月26日 木

JICAインドネシア事務所　調査結果報告

保健省　総局長　表敬

（日程）　中間レビュー　インドネシア看護実践能力強化プロジェクト

2月18日 水

ワヒディン病院　視察

2月24日 火

2月23日 月

MM協議　（保健省、5大学、9病院）

２．中間レビューの日程
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